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報告第１号 

 

 

処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

記 

 

令和７年度池田市一般会計補正予算（第１２号） 

 

 

  令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

物価高対応子育て応援手当の給付を開始することに伴い、予算化する必要

が生じたので専決処分したものである。 
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専決第１号

　令和７年度池田市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

　４６,２７２,４９５千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入歳

　出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は､「第２表　繰越明許費補正」による。

　　令和８年１月８日　専決処分

令和７年度池田市一般会計補正予算（第１２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ３２８,５５２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

-
 
3
 
-



-
 
4
 
-



（単位：千円）

事　　　　業　　　　名

3  民生費 2  児童福祉費 物価高対応子育て応援手当給付事業 39,838

第２表　繰越明許費補正

款 項 金　　　額

-
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-
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-



報告第１号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 １ ２ 号

令和７年度

-
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歳 入-
 
9
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0
 
-



歳 出

-
 
1
1
 
-



-
 
1
2
 
-



一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 1,061 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 1,061 ) 人

( 0 ) 人

時 間 外 勤 務 手 当

千円　

185,537  

185,289  

248  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 681  1,791,151  2,981,712  2,973,397  7,746,260  1,490,431  9,236,691  

補 正 前 1,791,151  2,981,712  2,973,149  7,746,012  681  

0  248  0  

1,490,431  9,236,443  

0  0  248  248  

増　　 減　　 事　　 由

補 正 後

　物価高対応子育て応援手当給付事業に伴う増加補 正 前

比 較

比　　　較

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分

-
 
1
3
 
-
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参 考 資 料
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 26,252,211     248     26,252,459     

人　  件　  費 9,768,231     248     9,768,479     

扶　  助　  費 12,730,098     ─  　 12,730,098     

公　  債　  費 3,753,882     ─  　 3,753,882     

 投 資 的 経 費 1,693,354     ─  　 1,693,354     

 そ　   の   　他 17,998,378     328,304     18,326,682     

物　  件　  費 8,357,894     8,304     8,366,198     

そ　  の　  他 9,640,484     320,000     9,960,484     

45,943,943     328,552     46,272,495     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
2
3
 
-
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2
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-
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2
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-



（子育て支援費 他） 

《 物価高対応子育て応援手当給付事業 》 

 

１．事業目的 

 物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を

力強く支援する取組として、手当を支給する。  

 

２．対象者 

 次のいずれかに該当するもの 

① 令和７年９月分（令和７年９月出生の児童は同年１０月分）の児

童手当受給者 

② 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに出生した児

童の父母等 

③ 上記①の配偶者であって、令和７年１０月１日から令和８年３月

３１日までの間の離婚（離婚を前提とした別居中のものを含む。）

により新たに児童手当の受給者となった者 

 

３．給 付 額 

 児童１人当たり２万円 

 

４．予 算 額    ３２８，５５２千円 

（内 訳） 人 件 費           ２４８千円 

      需 用 費           ２６０千円 

      役 務 費         ２，６９１千円 

      委 託 料         ５，３５３千円 

      交 付 金       ３２０，０００千円 

 

（財 源） 国庫支出金       ３２８，５５２千円 

- 26 -



報告第２号 

 

 

処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

記 

 

令和７年度池田市一般会計補正予算（第１３号） 

 

 

  令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

衆議院の解散による総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査並びに大阪府知

事選挙の執行経費を予算化する必要が生じたので、専決処分したものである。 
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専決第２号

　令和７年度池田市の一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

　４６,３４２,４６１千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入

　歳出予算補正」による。

　　令和８年１月２０日　専決処分

令和７年度池田市一般会計補正予算（第１３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ６９,９６６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

-
 
2
9
 
-



-
 
3
0
 
-



報告第２号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 １ ３ 号

令和７年度

-
 
3
1
 
-



-
 
3
2
 
-



歳 入

-
 
3
3
 
-



-
 
3
4
 
-



-
 
3
5
 
-



-
 
3
6
 
-



歳 出

-
 
3
7
 
-



-
 
3
8
 
-



-
 
3
9
 
-



特 別 職

給 与 費

区 分 職 員 数

報 酬 給 料 地 域 手 当 通 勤 手 当 期 末 手 当 退 職 手 当 計

共 済 費 合 計

人 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  

長 等 4 － 34,692 5,204 392 20,592 13,920 74,800 10,394 85,194 

補 正 後
議 員 22 157,685 － － － 68,870 － 226,555 40,946 267,501 

そ の 他 1,373 115,810 － － － － － 115,810 － 115,810 

計 1,399 273,495 34,692 5,204 392 89,462 13,920 417,165 51,340 468,505 

長 等 4 － 34,692 5,204 392 20,592 13,920 74,800 10,394 85,194 

補 正 前
議 員 22 157,685 － － － 68,870 － 226,555 40,946 267,501 

そ の 他 1,198 113,443 － － － － － 113,443 － 113,443 

計 1,224 271,128 34,692 5,204 392 89,462 13,920 414,798 51,340 466,138 

長 等 0 － 0 0 0 0 0 0 0 0 

比 較
議 員 0 0 － － － 0 － 0 0 0 

そ の 他 175 2,367 － － － － － 2,367 － 2,367 

計 175 2,367 0 0 0 0 0 2,367 0 2,367 

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

-
 
4
0
 
-



一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 1,117 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 1,061 ) 人

( 56 ) 人

時 間 外 勤 務 手 当

千円　

204,335  

185,537  

18,798  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 681  1,795,819  2,981,712  2,992,195  7,769,726  1,490,431  9,260,157  

補 正 前 1,791,151  2,981,712  2,973,397  7,746,260  681  

0  23,466  0  

1,490,431  9,236,691  

4,668  0  18,798  23,466  

増　　 減　　 事　　 由

補 正 後

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官
国民審査並びに大阪府知事選挙実施に伴う増加

補 正 前

比 較

比　　　較

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分

-
 
4
1
 
-



-
 
4
2
 
-



参 考 資 料
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4
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4
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 26,252,459     25,833     26,278,292     

人　  件　  費 9,768,479     25,833     9,794,312     

扶　  助　  費 12,730,098     ─  　 12,730,098     

公　  債　  費 3,753,882     ─  　 3,753,882     

 投 資 的 経 費 1,693,354     ─  　 1,693,354     

 そ　   の   　他 18,326,682     44,133     18,370,815     

物　  件　  費 8,366,198     44,023     8,410,221     

そ　  の　  他 9,960,484     110     9,960,594     

46,272,495     69,966     46,342,461     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表
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報告第３号 

 

 

池田市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更について 

 

 

池田市新型インフルエンザ等対策行動計画を別冊のとおり変更したので、新

型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第８条第８項

において準用する同条第６項の規定により報告する。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

経済や社会生活をはじめとする国民生活の安定に大きな脅威をもたらした

新型コロナウイルス感染症の流行の教訓を踏まえて変更された大阪府新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画に基づき、池田市新型インフルエンザ等対策行

動計画を変更したものである。 
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議案第１号 

 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係条例の整理に関する条例の制定について  

 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

を次のように制定する。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の規定の整理を

行うため、本条例を制定するものである。 
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池田市条例第  号 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例（案） 

 

 （池田市監査委員に関する条例の一部改正） 

第１条 池田市監査委員に関する条例（昭和３９年池田市条例第２５号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第

３項」に改める。 

 （市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 市立池田病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年池田市条例第２

１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」

に改める。 

 （池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１

年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第１号  説  明 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係条例の整理に関する条例の制定について  

 

１ 池田市監査委員に関する条例（昭和３９年池田市条例第２５号）の一部改

正〔第１条関係〕 

引用条項の整理を行うものであること。 

（第５条関係） 

２ 市立池田病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年池田市条例第２１

号）の一部改正〔第２条関係〕 

引用条項の整理を行うものであること。 

（第８条関係） 

３ 池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年池

田市条例第２２号）の一部改正〔第３条関係〕 

引用条項の整理を行うものであること。 

（第８条関係） 

４ この条例は、令和８年９月２４日から施行するものであること。 

（附則関係） 
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議案第１号  参  考 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 池田市監査委員に関する条例 

第１条～第４条 （略） 

 （監査請求又は要求による監査） 

第５条 法第７５条第１項、第９８条第２項、第１９９条第６項及び第７項、

第２３５条の２第２項、第２４２条第１項並びに第２４３条の２の８第３項

の規定による監査は、請求又は要求のあった日から７日以内に着手しなけれ

ばならない。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。 

２ （略） 

第６条～第１２条 （略） 

  ２ 市立池田病院事業の設置等に関する条例 

第１条～第７条 （略） 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第８条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の８第８項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠

償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責

任に係る賠償額が５００千円以上である場合とする。 

第９条・第１０条 （略） 

  １ 池田市監査委員に関する条例 

第１条～第４条 （略） 

 （監査請求又は要求による監査） 

第５条 法第７５条第１項、第９８条第２項、第１９９条第６項及び第７項、

第２３５条の２第２項、第２４２条第１項並びに第２４３条の２の９第３項

の規定による監査は、請求又は要求のあった日から７日以内に着手しなけれ

ばならない。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。 

２ （略） 

第６条～第１２条 （略） 

  ２ 市立池田病院事業の設置等に関する条例 

第１条～第７条 （略） 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第８条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の９第８項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠

償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責

任に係る賠償額が５００千円以上である場合とする。 

第９条・第１０条 （略） 

-
 
5
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

  ３ 池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例 

第１条～第７条 （略） 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第８条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の８第８項の規定により水道事業又は公共下水道事業の業務

に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５００千円以上である場合とする。 

第９条・第１０条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例 

第１条～第７条 （略） 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第８条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の９第８項の規定により水道事業又は公共下水道事業の業務

に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５００千円以上である場合とする。 

第９条・第１０条 （略） 

 

-
 
5
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-



議案第２号 

 

 

池田市立多世代交流センター条例の制定について 

 

 

池田市立多世代交流センター条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

池田市立多世代交流センターを設置するため、本条例を制定するものであ

る。 
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池田市条例第  号 

 

池田市立多世代交流センター条例（案） 

 

（設置） 

第１条 高齢者の介護予防、生きがいづくり、仲間づくりその他の地域福祉活

動を推進し、老人クラブその他の団体における地域住民の交流を促進すると

ともに、子どもから高齢者まで世代を超えたふれあいの場を提供することを

目的として、池田市立多世代交流センター（以下「センター」という。）を

設置する。 

（位置等） 

第２条 センターの位置は、池田市旭丘３丁目２番１号とする。 

２ センターには、老人福祉エリア及び交流エリアを設けるものとし、それら

の範囲は、規則で定める。 

３ 次に掲げる者以外の者は、平日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日以外の日をいう。以下同

じ。）において老人福祉エリアに立ち入ることができない。 

(1) ６０歳以上の市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。

以下同じ。） 

(2) 平日における第１３条第１項に規定する老人福祉エリア施設の使用につ

いて許可を受けた団体の構成員（前号に掲げる者を除き、その使用のため

に老人福祉エリアに立ち入る必要がある者に限る。） 

(3) 老人福祉エリアで実施される事業に参加する者（前２号に掲げる者を除

き、その参加のために老人福祉エリアに立ち入る必要がある者に限る。） 

（開館時間及び休館日） 

第３条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 
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（事業） 

第４条 センターは、第１条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げ

る事業を行う。 

(1) 高齢者の生きがいづくり及び健康づくり並びに高齢者向けのレクリエー

ションに関する事業 

(2) 子育て世代の社会参加の促進及び子どもの多世代交流に関する事業 

(3) 健康及び福祉に関する相談、情報交換及び交流に関する事業 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

（指定管理者による管理） 

第５条 センターの管理は、法人その他の団体であって地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、市が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) センターの使用の許可に関する業務 

(2) センターの維持管理に関する業務 

(3) 第４条に規定する事業の実施に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理運営上市長が必要と認める

業務 

（指定管理者の指定の申請） 

第７条 第５条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他

市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 

（指定管理者の指定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提

出された書類を審査した上で指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経

て指定管理者を指定しなければならない。 
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（指定の取消し等に係る賠償） 

第９条 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合におい

て、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。 

（老人福祉自主活動団体の登録） 

第１０条 市長は、６０歳以上の市民等のみで構成された団体であって、その

構成員それぞれの介護予防、生きがいづくり、仲間づくり等に寄与するもの

と認められる事業その他の活動（次条及び第１４条第１項第２号において

「自主活動」という。）を行うもの（規則で定める要件を満たすものに限

る。）について、その申請により、老人福祉自主活動団体（以下「自主活動

団体」という。）として登録することができる。 

（自主活動団体の活動） 

第１１条 自主活動団体は、センターにおいて毎月おおむね１回以上の自主活

動を行うものとする。 

２ 自主活動団体は、規則で定めるところによりその実施した自主活動の内容

等について市長に報告するほか、規則で定める事項について遵守しなければ

ならない。 

（登録の取消し） 

第１２条 市長は、自主活動団体又はその構成員が次の各号のいずれかに該当

するときは、登録を取り消すことができる。 

(1) 第１０条の要件を満たさなくなったとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(3) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。 

（使用許可） 

第１３条 別表第１に掲げる老人福祉エリアの施設（以下「老人福祉エリア施

設」という。）、同表に掲げる交流エリアの施設（以下「交流エリア施設」
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という。）又は別表第２に掲げるセンターの設備（以下「センター設備」と

いう。）（以下これらを「老人福祉エリア施設等」という。）を使用しよう

とするものは、規則で定める期間（平日における老人福祉エリア施設又はセ

ンター設備の使用にあっては、その使用しようとするものの区分に応じて規

則で定める期間）において指定管理者に申請し、その許可を受けなければな

らない。 

２ 指定管理者は、前項の許可に当たりセンターの管理上必要があると認める

ときは、その使用について条件を付することができる。 

３ 老人福祉エリア施設等の使用の許可（この項の規定により受けた許可を含

む。）を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許可を受けた事項

を変更しようとするときは、指定管理者に申請し、その許可を受けなければ

ならない。 

４ 第２項の規定は、前項の変更の許可について準用する。 

（使用の制限） 

第１４条 指定管理者は、次に掲げるもの以外のものによる平日における老人

福祉エリア施設の使用について許可（前条第３項の変更の許可を含む。以下

「使用許可」という。）をすることができない。 

(1) ６０歳以上の市民等 

(2) 自主活動の実施のために老人福祉エリア施設を使用しようとする自主活

動団体 

(3) 前号に掲げるもののほか、高齢者の生きがいづくり若しくは健康づくり

又は高齢者向けのレクリエーションに関する事業その他の活動（市民等を

対象とするものに限る。）の実施のために老人福祉エリア施設を使用しよ

うとする団体 

２ 前項に定めるもののほか、指定管理者は、老人福祉エリア施設等の使用が

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をすることができ
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ない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

(2) 建物、附属設備（センター設備を含む。第２２条において同じ。）又は

備品を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

(3) 池田市暴力団の排除に関する条例（平成２３年池田市条例第２０号）第

２条第１号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第１５条 使用者は、規則で定めるところにより、老人福祉エリア施設又は交

流エリア施設の使用にあっては別表第１、センター設備の使用にあっては別

表第２に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理

由があると認める場合は、前納によらないで納付することができる。 

２ 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。 

（使用料の還付） 

第１６条 市長は、規則で定めるところにより、納付された使用料の全部又は

一部を還付することができる。 

（使用許可の取消し等） 

第１７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対

し、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは中止させ、又は退去

を命ずることができる。 

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 使用者が虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

(3) 使用者が第１３条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定により付した条件に違反したとき。 

(4) 老人福祉エリア施設等の使用が第１４条第２項各号のいずれかに該当し

たとき。 
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(5) 災害その他不可抗力により管理上やむを得ない事由が発生したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは中止

させ、又は退去を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市及び指

定管理者は、その賠償の責めを負わない。 

（入場の制限） 

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入

場を拒み、又はセンターからの退場を命ずることができる。 

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又は害するおそれがあると認めら

れる者 

(2) 他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又はこれに類する物品、動物等を携

行する者 

(3) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる

者 

（使用の権利の譲渡等の禁止） 

第１９条 使用者は、老人福祉エリア施設等の使用の権利を他に譲渡し、又は

使用許可を受けた老人福祉エリア施設等を他人に使用させてはならない。 

（特別の設備の設置等） 

第２０条 老人福祉エリア施設又は交流エリア施設の使用に当たり、特別の設

備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を搬入しようとするものは、あら

かじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第２１条 使用者は、老人福祉エリア施設等の使用が終わったとき、又は第１

７条第１項の規定により使用許可を取り消され、使用を制限され、若しくは

中止させられ、又はセンターからの退去を命ぜられたときは、直ちに当該老

人福祉エリア施設等を原状に回復しなければならない。ただし、災害その他
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特別な理由により直ちに原状に回復することが困難な場合は、この限りでな

い。 

２ 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者において

これを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。 

（損害賠償の義務） 

第２２条 建物、附属設備若しくは備品を毀損し、若しくは滅失し、若しくは

使用許可の期限が満了しても使用を終えず、又は第２０条の規定により設置

した特別の設備若しくは搬入した備付けの器具以外の器具を撤去しないこと

により、市に損害を与えたものは、その損害を賠償しなければならない。た

だし、市長は、特別な理由があると認めるときは、賠償を免除することがで

きる。 

（委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項の規定 令和８年４月１日 

(2) 附則第３項の規定 令和９年２月１日 

(3) 附則第４項の規定 令和９年３月１日 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定等に関する行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）前においても、第７条から第９条までの規定の例により行うこと

ができる。 

３ 登録の手続及び取消しに関する行為は、施行日前においても、第１０条及
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び第１２条の規定の例により行うことができる。 

４ 使用許可に関する行為は、施行日前においても、第１３条から第１７条ま

で、第１９条及び第２０条の規定の例により行うことができる。この場合に

おいて、第１３条第１項から第３項まで、第１４条、第１７条第１項及び第

２０条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第１７条第２項中「市及び

指定管理者」とあるのは「市」と、第１９条中「譲渡し、又は使用許可を受

けた老人福祉エリア施設等を他人に使用させて」とあるのは「譲渡して」と

する。 

（議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例の一部改正） 

５ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例（昭和３９年池田市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(39)多世代交流センター 

（池田市暴力団の排除に関する条例の一部改正） 

６ 池田市暴力団の排除に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表中２３の項を２４の項とし、４の項から２２の項までを１項ずつ繰り

下げ、３の項の次に次のように加える。 

 

別表第１（第１３条、第１５条関係） 

老人福祉エリア施設及び交流エリア施設の使用料 

 

 

 

 

 

４ 池田市立多世代交流センター条例（令和８年池田市条例第  号） 

 

施設 広さ 時間区分ごとの使用料の額 

老人福祉

エリア 

大集会室１ １０２．５１㎡ １，５００円 

大集会室２ ６０．７４㎡ ９００円 

多目的室１ ３９．８６㎡ ６００円 

多目的室２ ２７．７９㎡ ４００円 
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備考 

１ 時間区分は、次の各号（老人福祉エリア施設の使用にあっては、第４

号を除く。）に掲げる区分とする。 

(1) 午前９時から午前１１時３０分まで 

(2) 正午から午後２時３０分まで 

(3) 午後３時から午後５時３０分まで 

(4) 午後６時から午後８時３０分まで 

２ 同日中における隣り合った２以上の時間区分にまたがる使用許可を受

けた場合にあっては、当該時間区分と時間区分との間に存する時間につ

いて使用しても、当該時間に係る使用料は徴収しない。 

３ 使用者が市民等以外の者又は市内に事業所を有する団体以外の団体

（老人福祉エリア施設の使用にあっては、自主活動団体を除く。備考４

において同じ。）である場合（入場料その他これに類する対価を徴収す

る場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とす

る。 

４ 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料の額は、上表

に掲げる額の２倍（使用者が市民等以外の者又は市内に事業所を有する

団体以外の団体である場合にあっては、３倍）の額とする。 

別表第２（第１３条、第１５条関係） 

 美術・工芸室 ４６．４１㎡ ７００円 

交流エリ

ア 

多目的室３ ５６．６５㎡ １，２００円 

多目的室４ ４９．７１㎡ １，１００円 

小会議室１ ２４．９７㎡ ５００円 

小会議室２ ２４．９７㎡ ５００円 

軽運動室 ６０．９３㎡ １，３００円 

調理室 １８．１３㎡ ４００円 
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センター設備の使用料 

 

 

備考 使用者が市民等以外の者又は市内に事業所を有する団体以外の団体で

ある場合の使用料の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

設備 使用料の額 

陶芸用焼成炉 １回につき６，０００円 
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議案第２号  説  明 

 

池田市立多世代交流センター条例の制定について 

 

１ 高齢者の介護予防、生きがいづくり、仲間づくりその他の地域福祉活動を

推進し、老人クラブその他の団体における地域住民の交流を促進するととも

に、子どもから高齢者まで世代を超えたふれあいの場を提供することを目的

として、池田市立多世代交流センター（以下「センター」という。）を設置

するものであること。 

（第１条関係） 

２ センターの位置並びにセンター内における老人福祉エリア及び交流エリア

の設置について定めるものであること。 

（第２条関係） 

３ センターにおける開館時間及び休館日について定めるものであること。 

（第３条関係） 

４ センターが行う事業について定めるものであること。 

（第４条関係） 

５ センターの管理は、指定管理者に行わせることとするものであること。 

（第５条関係） 

６ 指定管理者が行う業務について定めるものであること。 

（第６条関係） 

７ 指定管理者の指定の申請の手続について定めるものであること。 

（第７条関係） 

８ 指定管理者の指定の手続について定めるものであること。 

（第８条関係） 

９ 指定管理者の指定の取消し等を行った場合において、市は賠償の責めを負
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わないことを定めるものであること。 

（第９条関係） 

１０ 老人福祉自主活動団体の登録について定めるものであること。 

（第１０条関係） 

１１ 老人福祉自主活動団体の活動について定めるものであること。 

（第１１条関係） 

１２ 老人福祉自主活動団体の登録の取消しについて定めるものであること。 

（第１２条関係） 

１３ 老人福祉エリア及び交流エリアの施設並びにセンターの設備（以下「老

人福祉エリア施設等」という。）における使用の許可について定めるもので

あること。 

（第１３条関係） 

１４ 老人福祉エリア施設等の使用の制限について定めるものであること。 

（第１４条関係） 

１５ 老人福祉エリア施設等の使用に係る使用料について定めるものであるこ

と。 

（第１５条関係） 

１６ 老人福祉エリア施設等の使用に係る使用料の還付について定めるもので

あること。 

（第１６条関係） 

１７ 老人福祉エリア施設等の使用の許可の取消し等について定めるものであ

ること。 

（第１７条関係） 

１８ センターへの入場の制限について定めるものであること。 

（第１８条関係） 

１９ 老人福祉エリア施設等の使用の権利の譲渡等の禁止について定めるもの
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であること。 

（第１９条関係） 

２０ 老人福祉エリア及び交流エリアの施設の使用に係る特別の設備の設置等

について定めるものであること。 

（第２０条関係） 

２１ 老人福祉エリア施設等の使用を終了した際の原状回復の義務について定

めるものであること。 

（第２１条関係） 

２２ 建物、附属設備又は備品の毀損等をした場合における損害賠償の義務に

ついて定めるものであること。 

（第２２条関係） 

２３ この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定めることとするものであること。 

（第２３条関係） 

２４ この条例は、令和９年６月１日から施行するものであること。また、関

係条例の規定を整備するほか、次の(1)から(3)までに掲げる準備行為に係る

規定を設け、当該(1)から(3)までに掲げる日から施行するものであること。 

(1) 指定管理者の指定等に関する準備行為 令和８年４月１日 

(2) 老人福祉自主活動団体の登録及びその取消しに関する準備行為 令和９

年２月１日 

(3) 老人福祉エリア施設等の使用の許可に関する準備行為 令和９年３月１

日 

（附則関係） 

２５ 老人福祉エリア施設等の使用に係る使用料の額について定めるものであ

ること。 

（別表第１及び別表第２関係） 
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議案第２号  参  考 

池田市立多世代交流センター条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

１ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関

する条例 

第１条 （略） 

（議決すべき公の施設の利用） 

第２条 次に掲げる重要な公の施設について、１年を超える期間にわたる独占

的な利用をさせるときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「法」という。）第９６条第１項第１１号の規定により、議会の議決を経な

ければならない。 

(1)～(38) （略） 

 

第３条 （略） 

２ 池田市暴力団の排除に関する条例 

本則 （略） 

別表（第２条関係） 

 

 

 

１ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関

する条例 

第１条 （略） 

（議決すべき公の施設の利用） 

第２条 次に掲げる重要な公の施設について、１年を超える期間にわたる独占

的な利用をさせるときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「法」という。）第９６条第１項第１１号の規定により、議会の議決を経な

ければならない。 

(1)～(38) （略） 

(39)多世代交流センター 

第３条 （略） 

２ 池田市暴力団の排除に関する条例 

本則 （略） 

別表（第２条関係） 

 

 

 

 件名 

１～３ （略） 

 

 件名 

１～３ （略） 

４ 池田市立多世代交流センター条例（令和８年池田市条例第  号） 

-
 
7
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～２３ （略） ５～２４ （略） 

-
 
7
5
 
-



議案第３号 

 

 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例 

の一部改正について             

 

 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

消防組織法の規定に基づき緊急消防援助隊として活動した消防職員に対し

て支給する特殊勤務手当を新設するため、本条例の一部を改正するものであ

る。 
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池田市条例第  号 

 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

（案） 

 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例（平成１７年池田市条例第１

７号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の項第１号中「火葬業務に」の次に「実地に」を加え、同項第２号

中「市営葬儀に」の次に「実地に」を加え、同項第３号中「収容移送業務に従

事した」を「収容及び移送を実施した」に改め、同表の２の項中「感染症の予

防又は消毒作業」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号）第２７条第２項、第２８条第２項又は第２９

条第２項の規定による大阪府知事の指示に基づく作業」に改め、同表の３の項

第１号中「し尿収集又はし尿処理作業」を「ごみの収集又は処理に係る作業」

に改め、同項第２号中「ごみ収集又はごみ処理作業」を「し尿の収集又は処理

に係る作業」に改め、同項第３号中「汚物・死獣収集処理作業」を「胞衣汚物

又は死獣の収集処理又は運搬に係る作業」に改め、同表の４の項第１号中「救

急救命処置」の次に「（規則で定めるものに限る。）」を加え、「者」を「救

急救命士である消防職員」に改め、同項第２号中「救急業務」の次に「（規則

で定めるものに限る。）」を加え、「者」を「消防職員」に改め、同表に次の

ように加える。 

 

 

 

 

別表に備考として次のように加える。 

６ 緊急消防援助

隊業務従事手

当 

消防組織法（昭和２２年法律第

２２６号）第４５条第１項に規

定する緊急消防援助隊として活

動した消防職員 

日額 ２，１６０円 
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備考 

１ 上表において「胞衣汚物」とは、池田市胞衣汚物処理に関する手数料

条例（平成９年池田市条例第１７号）第２条に規定する胞衣汚物をい

う。 

２ 業務又は作業に従事した日数は、暦日により計算する。 

３ １の項、３の項及び５の項に掲げる手当は、規則で定める職員以外の

者には支給しない。 

４ 備考３に定めるもののほか、３の項に掲げる手当は、その勤務日にお

いて、同項各号に規定する作業のそれぞれにつき、その従事した時間の

合計が３時間未満である場合には支給しない。ただし、これに該当する

場合であっても、午後１２時を越えて当該作業に連続して３時間以上従

事したときには、規則で定めるところにより、当該作業に従事した日の

いずれかにおいて支給するものとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第３号  説  明 

 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例 

の一部改正について             

 

１ 特殊勤務手当として新たに緊急消防援助隊業務従事手当を定めるととも

に、規則に規定していた事項を本条例に移行して定める等所要の規定の整備

を行うものであること。 

（別表関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第３号  参  考 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

本則 （略） 

別表（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本則 （略） 

別表（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手当の種類 支給を受ける職員の範囲 支給額 

１ 火葬業務等従

事手当 

(1) 火葬業務に従事した者 

（略） 

(2) 市営葬儀に従事した者 

(3) 行旅死亡人の収容移送業務に

従事した者 

２ 感染症予防消

毒等従事手当 

感染症の予防又は消毒作業に従事

した者 

 

 

 

 

３ ごみ・し尿等

取扱手当 

(1) し尿収集又はし尿処理作業に

従事した者 

(2) ごみ収集又はごみ処理作業に

従事した者 

 手当の種類 支給を受ける職員の範囲 支給額 

１ 火葬業務等従

事手当 

(1) 火葬業務に実地に従事した者 

（略） 

(2) 市営葬儀に実地に従事した者 

(3) 行旅死亡人の収容及び移送を

実施した者 

２ 感染症予防消

毒等従事手当 

感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号）第２７条第

２項、第２８条第２項又は第２９

条第２項の規定による大阪府知事

の指示に基づく作業に従事した者 

３ ごみ・し尿等

取扱手当 

 

(1) ごみの収集又は処理に係る作

業に従事した者 

(2) し尿の収集又は処理に係る作

業に従事した者 

-
 
8
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 上表において「胞衣汚物」とは、池田市胞衣汚物処理に関する手数料

条例（平成９年池田市条例第１７号）第２条に規定する胞衣汚物をい

う。 

  (3) 汚物・死獣収集処理作業に従

事した者 

 

 

４ 救急救命処置

等従事手当 

(1) 救急業務において救急救命処

置を実施した者 

 

 

(2) 心身に著しい負担を与える救

急業務に従事した者 

 

５ （略） 

 

  (3) 胞衣汚物又は死獣の収集処理

又は運搬に係る作業に従事した

者 

 

４ 救急救命処置

等従事手当 

(1) 救急業務において救急救命処

置（規則で定めるものに限

る。）を実施した救急救命士で

ある消防職員 

(2) 心身に著しい負担を与える救

急業務（規則で定めるものに限

る。）に従事した消防職員 

５ （略） 

６ 緊急消防援助

隊業務従事手

当 

消防組織法（昭和２２年法律第２

２６号）第４５条第１項に規定す

る緊急消防援助隊として活動した

消防職員 

日額 ２，１６０円 

 

-
 
8
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務又は作業に従事した日数は、暦日により計算する。 

３ １の項、３の項及び５の項に掲げる手当は、規則で定める職員以外の

者には支給しない。 

４ 備考３に定めるもののほか、３の項に掲げる手当は、その勤務日にお

いて、同項各号に規定する作業のそれぞれにつき、その従事した時間の

合計が３時間未満である場合には支給しない。ただし、これに該当する

場合であっても、午後１２時を越えて当該作業に連続して３時間以上従

事したときには、規則で定めるところにより、当該作業に従事した日の

いずれかにおいて支給するものとする。 

 

-
 
8
2
 
-



議案第４号 

 

 

池田市手数料条例の一部改正について 

 

 

 池田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、本条例の

一部を改正するものである。 

 

 

 

 

- 83 -



池田市条例第  号 

 

池田市手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市手数料条例（昭和５１年池田市条例第２２号）の一部を次のように改

正する。 

別表の５０の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マン

ションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第１０５条第１項」を「第１６

３条の５９第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４号  説  明 

 

池田市手数料条例の一部改正について 

 

１ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）

の規定による要除却認定マンションに対する容積率の特例の適用に係る許可

制度において、これまで当該許可の申請について手数料を徴収しているとこ

ろ、同法の一部改正により、当該制度の対象及び特例の範囲が拡大されるこ

ととなるが、これを含めて、これまでと同様の手数料を徴収するための整備

を行うものであること。 

(別表関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行するものであること。 

(改正条例附則関係） 
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議案第４号  参  考 

池田市手数料条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

本則 （略） 

別表                                  

  

 

 

 

 

 備考 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本則 （略） 

別表 

  

 

 

 

 

 備考 （略） 

 

 

１～４９ （略） 

５０ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平

成１４年法律第７８号）第１０５条第１項の規定

による許可申請 

（略） 

５１ （略） 

 

１～４９ （略） 

５０ マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成

１４年法律第７８号）第１６３条の５９第１項の

規定による許可申請 

（略） 

５１ （略） 

 

-
 
8
6
 
-



議案第５号 

 

 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部改正について 

 

 

 池田市ダイバーシティセンター条例等の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

本市の使用料及び手数料について、管理運営経費等に鑑みた全庁的な見直

しによる金額の改定等を行うため、関係条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部を改正する条例（案） 

 

（池田市ダイバーシティセンター条例の一部改正） 

第１条 池田市ダイバーシティセンター条例（令和３年池田市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

別表会議室（１）の項及び会議室（２）の項中「３００円」を「３６０

円」に、「４００円」を「４８０円」に、「２００円」を「２４０円」に改

め、同表会議室（３）の項中「５００円」を「６００円」に、「７００円」

を「８４０円」に、「３００円」を「３６０円」に改め、同表会議室（４）

の項中「２００円」を「２４０円」に、「３００円」を「３６０円」に、

「１００円」を「１２０円」に改め、同表多目的スペースの項中「２，５０

０円」を「３，０００円」に、「３，３００円」を「３，９６０円」に、

「１，７００円」を「２，０４０円」に改め、同表備考を次のように改め

る。 

備考 

１ 使用者が市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者及び市内

に事業所を有する法人その他の団体をいう。備考３において同じ。）

以外のものである場合（備考３に規定する場合を除く。）の使用料の

額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考３に

規定する場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の２倍の額

とする。 

３ 使用者が市民等以外のものである場合で、入場料その他これに類す

る対価を徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる額の３倍の額と
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する。 

（池田市立市民活動交流センター条例の一部改正） 

第２条 池田市立市民活動交流センター条例（令和３年池田市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１小会議室１の項及び小会議室２の項中「４００円」を「５００

円」に改め、同表中会議室の項中「５００円」を「６００円」に改め、同表

大会議室の項中「１，５００円」を「１，８００円」に改め、同表多目的室

１の項及び多目的室２の項中「２，０００円」を「２，４００円」に改め、

同表多目的室３の項中「４００円」を「５００円」に改める。 

別表第２ロッカー（大）の項中「１８，０００円／個」を「２１，６００

円／個」に改め、同表ロッカー（長）の項中「１２，０００円／個」を「１

４，４００円／個」に改め、同表ロッカー（中）の項中「９，０００円／

個」を「１０，８００円／個」に改め、同表ロッカー（小）の項中「６，０

００円／個」を「７，２００円／個」に改め、同表メールボックスの項中

「１，２００円／個」を「１，５００円／個」に改める。 

（池田市立休日急病診療所設置条例の一部改正） 

第３条 池田市立休日急病診療所設置条例（昭和５３年池田市条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

別表中                             を 

                              に改め、同 

表生命保険診断書の項中「３，０００円」を「５，０００円」に改め、同表

一般診断書の項及び一般証明書の項中「１，０００円」を「２，０００円」

に改める。 

（池田市立火葬場条例の一部改正） 

」 
厚生年金診断書 １通 ３，０００円 

「 

「 
区分 手数料の額 

厚生年金診断書 １通 ５，０００円 

 

」 
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第４条 池田市立火葬場条例（平成１０年池田市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条を次のように改める。 

（使用料） 

第３条 火葬場使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) 死亡者が死亡時において１２歳以上である場合 １体につき２０，０

００円（死亡者が死亡時において市民（住民基本台帳法（昭和４２年法

律第８１号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をい

う。以下この条において同じ。）以外の者である場合にあっては、６

０，０００円） 

(2) 死亡者が死亡時において１２歳未満である場合 １体につき１０，０

００円（死亡者が死亡時において市民以外の者である場合にあっては、

３０，０００円） 

(3) 死産児の場合 １体につき１０，０００円（死産児の母が死産時にお

いて市民以外の者である場合にあっては、３０，０００円） 

（池田市葬祭条例の一部改正） 

第５条 池田市葬祭条例（昭和４１年池田市条例第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１中            を            に改 

め、同表区分の項中「の額」を「の上限額」に改め、同表斎場の部告別式の

項中「１５，２００円」を「１８，２００円」に、「２時間以内」を「、２

時間以内」に、「毎に、７，６００円」を「ごとに９，１００円」に改め、

同部通夜及び告別式の項中「１５２，７００円」を「１８３，２００円」

に、「午後４時」を「、午後４時」に、「の午後０時」を「の正午」に、

」 
区分 使用区分 

「 
区分 

」 

「 
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「毎に、７，６００円」を「ごとに９，１００円」に、「午後０時以降」を

「、正午以後の時間」に改め、同表やすらぎ会館の部浄心の間の項及び白露

の間の項中「３６，６００円」を「４３，９００円」に、「は午後４時」を

「は、午後４時」に、「毎に、１，５００円」を「ごとに１，８００円」

に、「午前９時以降」を「、午前９時以後の時間」に改め、同部寺院控室の 

項中           を           に、「３，０００ 

円」を「３，６００円」に、「２時間以内」を「、２時間以内」に、「毎

に、１，５００円」を「ごとに１，８００円」に改め、同表死体預所の部中 

             を             に、「１，５００ 

円」を「１，８００円」に改め、同表霊柩自動車の部中 

    を             に、「大阪陸運局長の認可した普通 

型霊柩車料金の金額の範囲内で規則で定める。」を「走行距離等に応じ規則

で定める額」に改め、同表葬祭用具の部仏式の款１号の項中「２７，５００

円」を「３３，０００円」に改め、同款２号の項中「４０，７００円」を

「４８，８００円」に改め、同款３号の項中「１１１，０００円」を「１３

３，２００円」に改め、同款４号の項中「１７６，２００円」を「２１１，

４００円」に改め、同部神式の款５号の項中「２７，５００円」を「３３，

０００円」に改め、同款６号の項中「６１，１００円」を「７３，３００

円」に改め、同部キリスト教式の項中「２７，５００円」を「３３，０００

円」に改める。 

（池田市立桃園墓地使用条例の一部改正） 

第６条 池田市立桃園墓地使用条例（昭和１４年池田市条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

  別表１型（０．８１㎡）の項中「３８０，７００円」を「４５６，８００

」 

「 

」 

「 

」 

「 

」 
死体預所  死体預所 

寺院控室 寺院控室  

「 

霊柩自動車  
「 

 
」 」 

霊柩自動車 
「 
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円」に、「２９，１６０円」を「３５，０００円」に改め、同表２型（０．

９㎡）の項中「４２３，０００円」を「５０７，６００円」に、「３２，４

００円」を「３８，９００円」に改め、同表３型（１．８㎡）の項中「８４

６，０００円」を「１，０１５，２００円」に、「６４，８００円」を「７

７，８００円」に改める。 

（五月山霊園使用条例の一部改正） 

第７条 五月山霊園使用条例（昭和４３年池田市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１の１㎡型の項中「２１０，０００」を「２５２，０００」に、

「９，０００」を「１０，８００」に、「３６，０００」を「４３，２０

０」に改め、同表の２㎡型の項中「４２０，０００」を「５０４，０００」

に、「１８，０００」を「２１，６００」に、「７２，０００」を「８６，

４００」に改め、同表の３㎡型の項中「６４０，０００」を「７６８，００

０」に、「２７，０００」を「３２，４００」に、「１０８，０００」を

「１２９，６００」に改め、同表の４㎡型の項中「８３０，０００」を「９

９６，０００」に、「３６，０００」を「４３，２００」に、「１４４，０

００」を「１７２，８００」に改め、同表の５㎡型の項中「１，０７０，０

００」を「１，２８０，０００」に、「４５，０００」を「５４，０００」

に、「１８０，０００」を「２１６，０００」に改め、同表の６㎡型の項中

「１，２８０，０００」を「１，５３０，０００」に、「５４，０００」を

「６４，８００」に、「２１６，０００」を「２５９，２００」に改め、同

表の８㎡型の項中「１，９６０，０００」を「２，３５０，０００」に、

「７２，０００」を「８６，４００」に、「２８８，０００」を「３４５，

６００」に改める。 

（池田市都市公園条例の一部改正） 

第８条 池田市都市公園条例（昭和３９年池田市条例第１５号）の一部を次の
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ように改正する。 

  別表の(3)の表中      を      に改め、同表空港緑地グラ 

ウンドの項中「２，０００円」を「２，４００円」に改め、同表備考を次の

ように改める。 

備考 

１ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日（備考２において「休日等」という。）にお

ける空港緑地グラウンドの使用料の額は、上表に掲げる額の１．３倍

の額とする。 

２ 備考１の規定にかかわらず、市内に居住し、在勤し、又は在学する

者及び市内に事業所を有する法人その他の団体以外のものによる使用

における空港緑地グラウンドの使用料の額は、上表に掲げる額の２倍

（休日等における使用にあっては、２．６倍）の額とする。 

（池田市都市公園運動施設条例の一部改正） 

第９条 池田市都市公園運動施設条例（平成８年池田市条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１区分の欄中「９歳未満児」を「未就学児」に改め、同表基本使用

料の欄を次のように改める。 

   

 

 

 

 

  

 

「７００円 

３００円」 

「８００円 

４００円」 

基本使用料 

３分の１面使用 ２分の１面使用 ３分の２面使用 全面使用 

４，６８０円 ７，０２０円 ９，３６０円 １４，０４０円 

６，２４０円 ９，３６０円 １２，４８０円 １８，７２０円 

４，６８０円 ７，０２０円 ９，３６０円 １４，０４０円 

１５，６００円 ２３，４００円 ３１，２００円 ４６，８００円 

１，５６０円 ２，３４０円 ３，１２０円 ４，６８０円 

６，０６０円 ９，１２０円 １２，１５０円 １８，２４０円 
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 別表第１備考第１項第８号を次のように改める。 

(8) 未就学児 ６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者をいう。 

８，０８０円 １２，１６０円 １６，２００円 ２４，３２０円 

６，０６０円 ９，１２０円 １２，１５０円 １８，２４０円 

２０，２００円 ３０，４００円 ４０，５００円 ６０，８００円 

２，０２０円 ３，０４０円 ４，０５０円 ６，０８０円 

６，０６０円 ９，１２０円 １２，１５０円 １８，２４０円 

８，０８０円 １２，１６０円 １６，２００円 ２４，３２０円 

１８，１８０円 ２７，３６０円 ３６，４５０円 ５４，７２０円 

２，０２０円 ３，０４０円 ４，０５０円 ６，０８０円 

１人 １，０００円／回 

 ［定期券］１人 ６，０００円／月 

 ［回数券］１人 １０，０００円／１１枚 

１人 １，２００円／回 

 ［定期券］１人 ７，２００円／月 

 ［回数券］１人 １２，０００円／１１枚 

１人 １，０００円／回（７月及び８月にあっては、５００円／回） 

［定期券］１人 ６，０００円／月（７月及び８月にあっては、３，

０００円／月） 

［回数券］１人 １０，０００円／１１枚（７月及び８月にあって

は、５，０００円／１１枚） 

１人 ５００円／回（７月及び８月にあっては、２５０円／回） 

［定期券］１人 ３，０００円／月（７月及び８月にあっては、１，

５００円／月） 

［回数券］１人 ５，０００円／１１枚（７月及び８月にあっては、

２，５００円／１１枚） 

無料 

１，２００円／時間 

３６０円／時間 
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別表第１備考第６項中「９歳未満児」を「８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者」に改める。 

別表第２の(1)の表中「８００円」を「９６０円」に、「１，０００円」

を「１，２００円」に、「１，０４０円」を「１，２４０円」に、「１，３

００円」を「１，５６０円」に、「１，６００円」を「１，９２０円」に、

「２，０００円」を「２，４００円」に、「２，０８０円」を「２，４９０

円」に、「２，６００円」を「３，１２０円」に改める。 

別表第３簡易野球場の部中「１，０００円」を「１，２００円」に、

「１，３００円」を「１，５６０円」に改め、同表サッカー場の部１面の項

中「２，０００円」を「２，４００円」に、「２，６００円」を「３，１２

０円」に改め、同部半面の項中「１，０００円」を「１，２００円」に、

「１，３００円」を「１，５６０円」に改め、同表野球場の部中「２，００

０円」を「２，４００円」に、「２，６００円」を「３，１２０円」に改

め、同表ソフトボール場の部中「１，０００円」を「１，２００円」に、

「１，３００円」を「１，５６０円」に改め、同表陸上競技場の部中「２，

０００円」を「２，４００円」に、「２，６００円」を「３，１２０円」に

改め、同表陸上競技場内フィールドの部及び北多目的広場の部中「１，００

０円」を「１，２００円」に、「１，３００円」を「１，５６０円」に改め

る。 

（公民館条例の一部改正） 

第１０条 公民館条例（昭和３９年池田市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

 別表施設名（※１）の項中「（※１）」を削り、「使用料（※２）に係る

区分」を「使用区分」に改め、「（※３）」、「（※４）」及び「（※

５）」を削り、同表ギャラリーＡ（※７）の項中「（※７）」を削り、

「１，０００円」を「１，２００円」に、「１，３００円」を「１，６００
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円」に、「３，３００円」を「４，０００円」に、「１８，０００円」を

「２１，６００円」に、「３９，０００円」を「４６，８００円」に改め、

同表ギャラリーＢ（※７）の項中「（※７）」を削り、「９３．６５」を

「９３．６５㎡」に、「１，０００」を「１，２００円」に、「１，３０

０」を「１，６００円」に、「３，３００」を「４，０００円」に、「１

８，０００」を「２１，６００円」に、「３９，０００」を「４６，８００

円」に改め、同表展示室の項中「８７．５８」を「８７．５８㎡」に、「９

００」を「１，１００円」に、「１，２００」を「１，４００円」に、

「３，０００」を「３，６００円」に、「１６，８００」を「２０，１００

円」に、「３６，４００」を「４３，６００円」に改め、同表会議室Ａ（※

８）の項中「（※８）」を削り、「６７．４８」を「６７．４８㎡」に、

「７００」を「８００円」に、「９００」を「１，１００円」に、「２，３

００」を「２，８００円」に改め、同表会議室Ｂ（※８）の項中「（※

８）」を削り、「５３．１０」を「５３．１０㎡」に、「６００」を「７０

０円」に、「８００」を「１，０００円」に、「２，０００」を「２，４０

０円」に改め、同表会議室Ｃの項中「３８．１２」を「３８．１２㎡」に、 

                  を 

に、「１，３００」を「１，６００円」に改め、同表大ホールの項中「１３

４．９１」を「１３４．９１㎡」に、「１，５００」を「１，８００円」

に、「２，０００」を「２，４００円」に、「５，０００」を「６，０００

円」に改め、同表調理実習室の項中「７５．０５」を「７５．０５㎡」に、

「１，２００」を「１，４００円」に、「１，５００」を「１，８００円」

に、「３，９００」を「４，７００円」に改め、同表制作室の項中「７２．

０２」を「７２．０２㎡」に、「９００」を「１，１００円」に、「１，２

００」を「１，４００円」に、「３，０００」を「３，６００円」に改め、

５００円 ６００円 ５００円 
「 

」 
４００ ５００ ４００ 

 

「 

」 
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同表和・茶室の項中「７１．８９」を「７１．８９㎡」に、「９００」を

「１，１００円」に、「１，２００」を「１，４００円」に、「３，００

０」を「３，６００円」に改め、同表備考を次のように改める。 

備考 

１ 連日使用は、水曜日を開始日とする６日間又は１３日間のいずれか

の区分によるものとする。 

２ 連日使用の申請は、その１回につき６日間又は１３日間のいずれか

１区分までとし、同日中に２回以上の申請（連続した区分による連日

使用となる場合に限る。）を行うことはできないものとする。 

３ 連日使用の期間中に休館日が存する場合の当該連日使用に係る使用

料の額は、上表に定める額から、休館日１日につき３，６００円（展

示室にあっては、３，４００円）を控除した額とする。 

４ 時間帯使用の場合で、同日中における隣り合った２つ以上の時間区

分にまたがる使用の許可を受けたときは、当該時間区分と時間区分と

の間に存する時間についても使用することができる。この場合におい

て、当該時間区分と時間区分との間に存する時間の使用に係る使用料

は、徴収しない。 

５ ギャラリーＡ及びギャラリーＢは、これらを合わせて１室として使

用することができる。 

６ 会議室Ａ及び会議室Ｂは、これらを合わせて１室として使用するこ

とができる。 

（池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正） 

第１１条 池田市立総合スポーツセンター条例（昭和３８年池田市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１専用に係る使用料の部大体育室の款全面の項中「４，８００円」

を「５，７６０円」に、「３，２００円」を「３，８４０円」に、「６，８
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００円」を「８，１６０円」に、「１９，６００円」を「２３，５２０円」

に改め、同款半面の項中「２，４００円」を「２，８８０円」に、「１，６

００円」を「１，９２０円」に、「３，４００円」を「４，０８０円」に、

「９，８００円」を「１１，７６０円」に改め、同部小体育室の項中「２，

１００円」を「２，５２０円」に、「１，４００円」を「１，６８０円」

に、「２，９００円」を「３，４８０円」に、「８，５００円」を「１０，

２００円」に改め、同部柔剣道場の項中「２，０００円」を「２，４００

円」に、「１，４００円」を「１，６８０円」に、「２，８００円」を

「３，３６０円」に、「８，２００円」を「９，８４０円」に改め、同部会

議室Ａの項中「６００円」を「７２０円」に、「４００円」を「４８０円」

に、「７５０円」を「９００円」に、「２，３５０円」を「２，８２０円」

に改め、同部会議室Ｂの項中「４５０円」を「５４０円」に、「３００円」

を「３６０円」に、「５００円」を「６００円」に、「１，７００円」を

「２，０４０円」に改め、同表共用に係る使用料の部大人の項中「２５０

円」を「３００円」に改め、同部小人の項中「５０円」を「１００円」に改

め、同表備考第１項中「（以下「上表」という。）」を削り、同表備考第２

項及び第３項中「上表」を「この表」に改め、同表備考第５項を削り、同表

備考第６項中「上表の専用」を「専用」に、「は、市内団体等であって、か

つ、」を「の額は、使用者が市外団体等（市内団体等（団体等の所在地（所

在地が定まっていない団体等にあっては、代表者（大人に限る。）の住所。

以下この項において同じ。）が本市の区域内に存し、かつ、その全構成員の

７割以上の者が本市の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者である団体

等をいう。以下この項において同じ。）以外の団体等をいう。以下この項に

おいて同じ。）である場合、使用者が」に、「登録の際において、団体等

の」を「その」に、「満６５歳」を「満７０歳」に、「でないものが、」を

「である場合又はその使用において」に、「徴収しない場合における使用料
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に限るものであり、それ以外の場合の専用に係る使用料は、上表の規定にか

かわらず、次表のとおり」を「徴収する場合にあっては、次表に定める額」

に改め、同項の表を次のように改める。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１備考中第６項を第５項とし、第７項から第１０項までを第６項か

ら第９項までとする。 

（池田市民文化会館条例の一部改正） 

第１２条 池田市民文化会館条例（昭和４９年池田市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

 別表の(1)の表中「利用料金」の次に「の上限額」を加え、同表ホールの

部大ホールの款平日の項中「６１，１００」を「７３，３００」に、「８

６，５００」を「１０３，０００」に、「１０１，８００」を「１２２，０

００」に、「５０，９００」を「６１，０００」に改め、同款土・日曜日及

び休日の項中「８６，５００」を「１０３，０００」に、「１２２，２０

０」を「１４６，０００」に、「１４２，５００」を「１７１，０００」

に、「７１，２００」を「８５，４００」に改め、同部小ホールの款平日の

項中「２５，４００」を「３０，４００」に、「３０，５００」を「３６，

６００」に、「３４，６００」を「４１，５００」に、「１６，２００」を

団体等区分 入場料等の

徴収区分  

使用料の額 

市内団体等 小人等団体等 徴収あり 上表に掲げる額の２分の３倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額の２分の１倍の額 

小人等団体等

以外 

徴収あり 上表に掲げる額の３倍の額 

市外団体等 小人等団体等 徴収あり 上表に掲げる額の３倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額と同一の額 

小人等団体等

以外 

徴収あり 上表に掲げる額の６倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額の２倍の額 
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「１９，４００」に改め、同款土・日曜日及び休日の項中「２８，５００」

を「３４，２００」に、「３７，６００」を「４５，１００」に、「４２，

７００」を「５１，２００」に、「２０，３００」を「２４，３００」に改

め、同表コンベンションルームの部平日の項中「１７，３００」を「２０，

７００」に、「２３，４００」を「２８，０００」に、「２８，５００」を

「３４，２００」に、「１３，２００」を「１５，８００」に改め、同部

土・日曜日及び休日の項中「２２，４００」を「２６，８００」に、「３

０，５００」を「３６，６００」に、「３５，６００」を「４２，７００」

に、「１６，２００」を「１９，４００」に改め、同表イベントスペースの

部平日の項中「２１，３００」を「２５，５００」に、「２７，５００」を

「３３，０００」に、「３２，５００」を「３９，０００」に、「１５，２

００」を「１８，２００」に改め、同部土・日曜日及び休日の項中「２９，

５００」を「３５，４００」に、「３７，６００」を「４５，１００」に、

「４５，８００」を「５４，９００」に、「２０，３００」を「２４，３０

０」に改め、別表の(2)の表中「利用料金」の次に「の上限額」を加え、同

表中会議室の項中「３，０００」を「３，６００」に、「５，０００」を

「６，０００」に、「６，１００」を「７，３２０」に、「１２，２００」

を「１４，６００」に改め、同表小会議室①の項及び小会議室②の項中 

「１，５００」を「１，８００」に、 

を                 に、「６，１００」を「７，３２ 

０」に改め、同表和室の項中「２，０００」を「２，４００」に、「３，０

００」を「３，６００」に、「３，５００」を「４，２００」に、「７，１

００」を「８，５２０」に改め、別表の(3)の表中「利用料金」の次に「の

上限額」を加え、同表スタジオＡの項中「１，０００円」を「１，２００

円」に改め、同表スタジオＢの項中「３，５００円」を「４，２００円」に

２，５００ ３，０００ 

 

「 

」 

３，０００ ３，６００ 

 

「 

」 
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改め、同表スタジオＣの項中「１，５００円」を「１，８００円」に改め、

同表スタジオＤの項中「２，０００円」を「２，４００円」に改め、同表ス

タジオＥの項中「４，０００円」を「４，８００円」に改め、同表レコーデ

ィングスタジオの項中「７，１００円」を「８，５２０円」に改め、同表録

音室の項中「６，１００円」を「７，３２０円」に改め、別表備考２を次の

ように改める。 

２ ホールの使用に係る利用料金の上限額は、公演等の練習、準備又は

リハーサル（これらのうち、その使用における関係者を除き、観客そ

の他これに類する見物人の動員があるものを除く。）を行うために使

用するときは、(1)の表に掲げる額の５割に相当する額とする。 

別表備考３中「、入場料」を「入場料」に、「ときは、当該使用区分に係

る利用料金の５割に相当する額を加算する」を「場合に係る利用料金の上限

額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする」に改める。 

（池田市立カルチャープラザ条例の一部改正） 

第１３条 池田市立カルチャープラザ条例（昭和５９年池田市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

 別表工芸室の項中「１，０００円」を「１，２００円」に、「１，５００

円」を「１，８００円」に改め、同表多目的ホールの項中「３，０００円」

を「３，６００円」に、「４，０００円」を「４，８００円」に改め、同表

和室の項から研修室（Ｂ）の項までの規定中「５００円」を「６００円」

に、「８００円」を「９６０円」に改め、同表研修室（Ａ・Ｂ）の項中

「１，０００円」を「１，２００円」に、「１，６００円」を「１，９２０

円」に改め、同表会議室の項中「１，５００円」を「１，８００円」に、

「２，０００円」を「２，４００円」に改め、同表備考を次のように改め

る。 

備考 
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１ 使用者が市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者及び市内

に事業所を有する法人その他の団体をいう。備考３及び備考４におい

て同じ。）以外のものである場合（備考３に規定する場合を除く。）

の使用料（備考４の規定による加算に係る部分を除く。備考２及び備

考３において同じ。）の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とす

る。 

２ 使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考３に

規定する場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の２倍の額

とする。 

３ 使用者が市民等以外のものである場合で、入場料その他これに類す

る対価を徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる額の３倍の額と

する。 

４ 工芸室の使用において陶芸用焼窯を使用する場合における当該工芸

室の使用に係る使用料の額は、当該陶芸用焼窯の使用１回につき６，

０００円（使用者が市民等以外のものである場合にあっては、９，０

００円）を加算した額とする。 

（池田市立ギャラリー条例の一部改正） 

第１４条 池田市立ギャラリー条例（昭和６０年池田市条例第２５号）の一部

を次のように改正する。 

 第１１条第１項中「５０，０００円」を「６０，０００円」に改める。 

（池田市立上方落語資料展示館条例の一部改正） 

第１５条 池田市立上方落語資料展示館条例（平成１９年池田市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

 別表中「３８，０００円」を「４５，６００円」に改める。 

（池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条

例の一部改正） 
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第１６条 池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関

する条例（昭和６１年池田市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項第１号中「２，５００円」を「３，５００円」に改め、同

項第２号中「４，０００円」を「７，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年８月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 附則第３項、第１７項、第２２項及び第２３項の規定 令和８年５月１

日 

(2) 次項の規定 令和８年６月１日 

(3) 附則第８項の規定 令和８年７月２５日 

(4) 附則第２０項及び第２１項の規定 令和８年１０月１日 

(5) 第１０条及び第１５条の規定 令和８年１１月１日 

(6) 附則第４項の規定 令和９年２月２１日 

(7) 附則第１３項、第１４項及び第１８項の規定 令和９年３月１３日 

(8) 第２条の規定（池田市立市民活動交流センター条例別表第２の改正規定

に限る。）、第８条の規定（池田市都市公園条例別表の(3)の表空港緑地

グラウンドの項の改正規定に限る。）並びに第９条及び第１１条から第１

３条まで並びに附則第６項、第１５項、第１６項及び第１９項の規定 令

和９年４月１日 

(9) 第１４条の規定 令和９年５月１日 

（池田市ダイバーシティセンター条例の一部改正に伴う準備行為） 

２ 市長は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後における池

田市ダイバーシティセンターの施設の使用に係る使用料について、施行日前

においても、第１条の規定による改正後の池田市ダイバーシティセンター条

- 103 -



例別表に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市立市民活動交流センター条例の一部改正に伴う準備行為） 

３ 市長は、施行日以後における池田市立市民活動交流センターの施設（附則

第５項において「センター施設」という。）の使用に係る使用料について、

施行日前においても、第２条の規定による改正後の池田市立市民活動交流セ

ンター条例（次項において「新市民活動交流センター条例」という。）別表

第１に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

４ 市長は、附則第１項第８号に掲げる規定の施行の日（以下「第８号施行

日」という。）以後における池田市立市民活動交流センターの設備（附則第

６項において「センター設備」という。）の使用に係る使用料について、第

８号施行日前においても、新市民活動交流センター条例別表第２に規定する

使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市立市民活動交流センター条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 施行日前におけるセンター施設の使用に係る使用料の額については、なお

従前の例による。 

６ 第８号施行日前におけるセンター設備の使用に係る使用料の額について

は、なお従前の例による。 

（池田市立休日急病診療所設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 第３条の規定による改正後の池田市立休日急病診療所設置条例別表の規定

は、施行日以後になされる申請に対する池田市立休日急病診療所における診

断書及び証明書の交付（以下この項において単に「交付」という。）に係る

手数料について適用し、施行日前になされた申請に対する交付に係る手数料

については、なお従前の例による。 

（池田市立火葬場条例の一部改正に伴う準備行為） 

８  市長は、施行日以後における池田市立火葬場の使用に係る使用料につい

て、施行日前においても、第４条の規定による改正後の池田市立火葬場条例
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第３条に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市立火葬場条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ 施行日前における池田市立火葬場の使用に係る使用料の額については、な

お従前の例による。 

（池田市葬祭条例の一部改正に伴う経過措置） 

１０ 施行日前に開始した池田市立葬祭場の斎場、やすらぎ会館、死体預所及

び葬祭用具の使用に係る利用料金の上限額については、なお従前の例によ

る。 

（池田市立桃園墓地使用条例の一部改正に伴う経過措置） 

１１ 第６条の規定による改正後の池田市立桃園墓地使用条例別表の規定は、

施行日以後にその納期（第２回目以降の納入に係る管理料にあっては、当該

管理料の納入に係る同条例第１２条第３項（同条第４項において準用する場

合を含む。）に規定する基準日。以下この項において同じ。）が到来する池

田市立桃園墓地の区画墓地の使用に係る永代使用料及び管理料について適用

し、施行日前に納期が到来した池田市立桃園墓地の区画墓地の使用に係る永

代使用料及び管理料については、なお従前の例による。 

（五月山霊園使用条例の一部改正に伴う経過措置） 

１２ 第７条の規定による改正後の五月山霊園使用条例別表第１の規定は、施

行日以後にその納期（第２回目以降の納入に係る管理料にあっては、当該管

理料の納入に係る同条例第１１条第３項に規定する基準日。以下この項にお

いて同じ。）が到来する五月山霊園の区画墓地の使用に係る永代使用料及び

管理料について適用し、施行日前に納期が到来した五月山霊園の区画墓地の

使用に係る永代使用料及び管理料については、なお従前の例による。 

（池田市都市公園条例の一部改正に伴う準備行為） 

１３ 市長は、第８号施行日以後における空港緑地グラウンドの使用に係る使

用料について、第８号施行日前においても、第８条の規定による改正後の池
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田市都市公園条例別表の(3)の表に規定する使用料の額の例により徴収する

ことができる。 

（池田市都市公園運動施設条例の一部改正に伴う準備行為） 

１４ 市長は、第８号施行日以後における五月山体育館、テニスコート及び猪

名川運動場の施設（次項において「運動施設」という。）の使用に係る使用

料（五月山体育館のトレーニングルーム及びプールの回数券（以下この項か

ら附則第１６項までにおいて「回数券」という。）に係る使用料を除く。）

について、第８号施行日前においても、第９条の規定による改正後の池田市

都市公園運動施設条例別表第１から別表第３までに規定する使用料（回数券

に係る使用料を除く。）の額の例により徴収することができる。 

（池田市都市公園運動施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

１５ 第８号施行日前における運動施設の使用に係る使用料（回数券に係る使

用料を除く。）の額については、なお従前の例による。 

１６ 第８号施行日前における使用料の納付に係る回数券の取扱いは、なお従

前の例による。 

（公民館条例の一部改正に伴う準備行為） 

１７ 教育委員会は、附則第１項第５号に掲げる規定の施行の日（以下この項

及び附則第２３項において「第５号施行日」という。）以後における池田市

中央公民館の使用に係る使用料について、第５号施行日前においても、第１

０条の規定による改正後の公民館条例別表に規定する使用料の額の例により

徴収することができる。 

（池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正に伴う準備行為） 

１８ 教育委員会は、第８号施行日以後における池田市立総合スポーツセンタ

ーの施設の使用に係る使用料について、第８号施行日前においても、第１１

条の規定による改正後の池田市立総合スポーツセンター条例別表に規定する

使用料の額の例により徴収することができる。 
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（池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正に伴う経過措置） 

１９ 第８号施行日前における池田市立総合スポーツセンターの施設の使用に

係る使用料の額は、なお従前の例による。 

（池田市民文化会館条例の一部改正に伴う準備行為） 

２０ 池田市民文化会館の指定管理者は、第８号施行日以後における池田市民

文化会館のホール、コンベンションルーム、イベントスペース、会議室、ス

タジオ及び録音室の使用に係る利用料金について、第８号施行日前において

も、第１２条の規定による改正後の池田市民文化会館条例別表に規定する利

用料金の上限額の例によりその額を定め、これを徴収することができる。 

（池田市立カルチャープラザ条例の一部改正に伴う準備行為） 

２１ 市長は、第８号施行日以後における池田市立カルチャープラザの施設の

使用に係る使用料について、第８号施行日前においても、第１３条の規定に

よる改正後の池田市立カルチャープラザ条例別表に規定する使用料の額の例

により徴収することができる。 

（池田市立ギャラリー条例の一部改正に伴う準備行為） 

２２ 市長は、附則第１項第９号に掲げる規定の施行の日以後における池田市

立ギャラリーの使用に係る使用料について、同日前においても、第１４条の

規定による改正後の池田市立ギャラリー条例第１１条に規定する使用料の額

の例により徴収することができる。 

（池田市立上方落語資料展示館条例の一部改正に伴う準備行為） 

２３ 市長は、第５号施行日以後における池田市立上方落語資料展示館の展示

室及びイベントホールの使用に係る使用料について、第５号施行日前におい

ても、第１５条の規定による改正後の池田市立上方落語資料展示館条例別表

に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条

例の一部改正に伴う経過措置） 
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２４ 第１６条の規定による改正後の池田市自転車の安全利用の促進及び自転

車等の駐車秩序の確立に関する条例第１３条の規定は、施行日以後に移動す

る自転車及び原動機付自転車の当該移動、保管その他の措置に係る手数料に

ついて適用し、施行日前に移動した自転車及び原動機付自転車の当該移動、

保管その他の措置に係る手数料については、なお従前の例による。 
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議案第５号  説  明 

 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部改正について 

 

１ 池田市ダイバーシティセンター条例（令和３年池田市条例第１４号）の一

部改正〔第１条関係〕 

池田市ダイバーシティセンターの施設の使用に係る使用料の額を改定する

ものであること。また、使用者が市民等以外のものである場合における当該

使用料の割増しについて定めるものであること。 

（別表関係） 

２ 池田市立市民活動交流センター条例（令和３年池田市条例第１６号）の一

部改正〔第２条関係〕 

(1) 池田市立市民活動交流センターの施設の使用に係る使用料の額を改定す

るものであること。 

（別表第１関係） 

(2) 池田市立市民活動交流センターの設備の使用に係る使用料の額を改定す

るものであること。 

（別表第２関係） 

３ 池田市立休日急病診療所設置条例（昭和５３年池田市条例第１１号）の一

部改正〔第３条関係〕 

池田市立休日急病診療所における診断書及び証明書の交付に係る手数料の

額を改定するものであること。 

（別表関係） 

４ 池田市立火葬場条例（平成１０年池田市条例第１０号）の一部改正〔第４

条関係〕 

池田市立火葬場の使用に係る使用料の額を改定するものであること。また、
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用語の定義を明確化する等所要の規定の整備を行うものであること。 

（第３条関係） 

５ 池田市葬祭条例（昭和４１年池田市条例第２５号）の一部改正〔第５条関

係〕 

池田市立葬祭場の施設等の使用に係る利用料金の上限額を改定するもので

あること。また、文言の整備を行うものであること。 

（別表第１関係） 

６ 池田市立桃園墓地使用条例（昭和１４年池田市条例第３号）の一部改正

〔第６条関係〕 

池田市立桃園墓地の区画墓地の使用に係る永代使用料及び管理料の額を改

定するものであること。 

（別表関係） 

７ 五月山霊園使用条例（昭和４３年池田市条例第１８号）の一部改正〔第７

条関係〕 

五月山霊園の区画墓地の使用に係る永代使用料及び管理料の額を改定する

ものであること。 

（別表第１関係） 

８ 池田市都市公園条例（昭和３９年池田市条例第１５号）の一部改正〔第８

条関係〕 

公園施設のうち次のア及びイに掲げるものの使用に係る使用料の額を改定

するものであること。また、文言の整備を行うものであること。 

ア 五月山公園幹線園路 

イ 空港緑地グラウンド 

（別表関係） 

９ 池田市都市公園運動施設条例（平成８年池田市条例第１４号）の一部改正

〔第９条関係〕 
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五月山体育館、テニスコート及び猪名川運動場の施設の使用に係る使用料

の額を改定するものであること。また、五月山体育館のプールの使用に係る

使用料が無料となる小人の対象年齢について見直しを行うものであること。 

（別表第１から別表第３まで関係） 

１０ 公民館条例（昭和３９年池田市条例第２９号）の一部改正〔第１０条関

係〕 

池田市中央公民館の施設の使用に係る使用料の額を改定するものであるこ

と。また、文言の整備等所要の規定の整備を行うものであること。 

（別表関係） 

１１ 池田市立総合スポーツセンター条例（昭和３８年池田市条例第２１号）

の一部改正〔第１１条関係〕 

池田市立総合スポーツセンターの施設の使用に係る使用料の額を改定する

ものであること。また、当該使用料の割引の対象となる小人等団体等の該当

要件及び入場料等を徴収する場合の当該使用料の割増しについて、一部見直

しを行うものであること。 

（別表第１関係） 

１２ 池田市民文化会館条例（昭和４９年池田市条例第３８号）の一部改正

〔第１２条関係〕 

池田市民文化会館の施設の使用に係る利用料金の上限額を改定するもので

あること。また、文言の整備を行うものであること。 

（別表関係） 

１３ 池田市立カルチャープラザ条例（昭和５９年池田市条例第１６号）の一

部改正〔第１３条関係〕 

池田市立カルチャープラザの施設の使用に係る使用料の額を改定するもの

であること。また、使用者が市民等以外のものである場合及び入場料等を徴

収する場合における当該使用料の割増しについて定めるものであること。 
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（別表関係） 

１４ 池田市立ギャラリー条例（昭和６０年池田市条例第２５号）の一部改正

〔第１４条関係〕 

池田市立ギャラリーの使用に係る使用料の額を改定するものであること。 

（第１１条関係） 

１５ 池田市立上方落語資料展示館条例（平成１９年池田市条例第２号）の一

部改正〔第１５条関係〕 

池田市立上方落語資料展示館の施設の使用に係る使用料の額を改定するも

のであること。 

（別表関係） 

１６ 池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する

条例（昭和６１年池田市条例第１１号）の一部改正〔第１６条関係〕 

放置禁止区域に放置された自転車又は原動機付自転車の移動、保管その他

の措置に係る手数料の額を改定するものであること。 

（第１３条関係） 

１７ この条例は、令和８年８月１日から施行するものであること。ただし、

１０及び１５については令和８年１１月１日から、２の(2)、８（イに係る

部分に限る。）、９及び１１から１３までについては令和９年４月１日から、

１４については令和９年５月１日から施行するものであること。また、関係

条例の規定を整備し、所要の経過措置を設けるほか、次の(1)から(6)までに

掲げる準備行為に係る規定を設け、当該(1)から(6)までに掲げる日から施行

するものであること。 

(1) ２の(1)、１０、１４及び１５に伴う準備行為 令和８年５月１日 

(2) １に伴う準備行為 令和８年６月１日 

(3) ４に伴う準備行為 令和８年７月２５日 

(4) １２及び１３に伴う準備行為 令和８年１０月１日 

- 112 -



(5) ２の(2)に伴う準備行為 令和９年２月２１日 

(6) ８（イに係る部分に限る。）、９及び１１に伴う準備行為 令和９年３

月１３日 

（改正条例附則関係） 
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議案第５号  参  考 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前        改        正        後 

１ 池田市ダイバーシティセンター条例 

本則 （略） 

別表（第５条、第７条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 備考 使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料の額

は、上表に掲げる額の２倍の額とする。 

 

 

 

 

 

１ 池田市ダイバーシティセンター条例 

本則 （略） 

別表（第５条、第７条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 備考 

１ 使用者が市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者及び市内に

事業所を有する法人その他の団体をいう。備考３において同じ。）以外

のものである場合（備考３に規定する場合を除く。）の使用料の額は、

上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考３に規

定する場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の２倍の額とす

施設の名称 時間区分 

午前９時～正午 午後１時～午後５時 午後６時～午後８時 

会議室（１） ３００円 ４００円 ２００円 

会議室（２） ３００円 ４００円 ２００円 

会議室（３） ５００円 ７００円 ３００円 

会議室（４） ２００円 ３００円 １００円 

多目的スペース ２，５００円 ３，３００円 １，７００円 

施設の名称 時間区分 

午前９時～正午 午後１時～午後５時 午後６時～午後８時 

会議室（１） ３６０円 ４８０円 ２４０円 

会議室（２） ３６０円 ４８０円 ２４０円 

会議室（３） ６００円 ８４０円 ３６０円 

会議室（４） ２４０円 ３６０円 １２０円 

多目的スペース ３，０００円 ３，９６０円 ２，０４０円 

-
 
1
1
4
 
-



        改        正        前        改        正        後 

 

 

 

 

２ 池田市立市民活動交流センター条例 

本則 （略） 

別表第１（第１０条―第１２条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

  

 備考 （略） 

別表第２（第１０条―第１２条関係） 

  

 

る。 

３ 使用者が市民等以外のものである場合で、入場料その他これに類する

対価を徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる額の３倍の額とす

る。 

２ 池田市立市民活動交流センター条例 

本則 （略） 

別表第１（第１０条―第１２条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

別表第２（第１０条―第１２条関係） 

  

 

施設名 広さ 収容人員 時間区分ごとの使用料 

小会議室１ ２８．５３㎡ １２人 ４００円 

小会議室２ ２４．３９㎡ １２人 ４００円 

中会議室 ３３．８０㎡ １８人 ５００円 

大会議室 ９７．４６㎡ ８０人 １，５００円 

多目的室１ ６２．７２㎡ ３５人 ２，０００円 

多目的室２ ４３．５２㎡ ２０人 ２，０００円 

多目的室３ ２４．４６㎡ １２人 ４００円 

 

設備名 １年当たりの使用料 

ロッカー（大） １８，０００円／個 

設備名 １年当たりの使用料 

ロッカー（大） ２１，６００円／個 

施設名 広さ 収容人員 時間区分ごとの使用料 

小会議室１ ２８．５３㎡ １２人 ５００円 

小会議室２ ２４．３９㎡ １２人 ５００円 

中会議室 ３３．８０㎡ １８人 ６００円 

大会議室 ９７．４６㎡ ８０人 １，８００円 

多目的室１ ６２．７２㎡ ３５人 ２，４００円 

多目的室２ ４３．５２㎡ ２０人 ２，４００円 

多目的室３ ２４．４６㎡ １２人 ５００円 

 

-
 
1
1
5
 
-



        改        正        前        改        正        後 

  

 

 

 

 備考 （略） 

３ 池田市立休日急病診療所設置条例 

本則 （略） 

別表（第５条関係） 

  

  

 

 

 

４ 池田市立火葬場条例 

第１条・第２条 （略） 

 （使用料） 

第３条 火葬場使用料は、次のとおりとする。 

(1) 大人（１２歳以上）１体につき 市民 １０，０００円 

市民以外 ４０，０００円 

  

 

 

 

 備考 （略） 

３ 池田市立休日急病診療所設置条例 

本則 （略） 

別表（第５条関係） 

  

 

 

 

 

４ 池田市立火葬場条例 

第１条・第２条 （略） 

 （使用料） 

第３条 火葬場使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

(1) 死亡者が死亡時において１２歳以上である場合 １体につき２０，００

厚生年金診断書 １通 ３，０００円 

生命保険診断書 １通 ３，０００円 

一般診断書 １通 １，０００円 

一般証明書 １通 １，０００円 

区分 手数料の額 

厚生年金診断書 １通 ５，０００円 

生命保険診断書 １通 ５，０００円 

一般診断書 １通 ２，０００円 

一般証明書 １通 ２，０００円 

ロッカー（長） １２，０００円／個 

ロッカー（中） ９，０００円／個 

ロッカー（小） ６，０００円／個 

メールボックス １，２００円／個 

ロッカー（長） １４，４００円／個 

ロッカー（中） １０，８００円／個 

ロッカー（小） ７，２００円／個 

メールボックス １，５００円／個 

-
 
1
1
6
 
-



        改        正        前        改        正        後 

(2) 小人（１２歳未満）１体につき 市民 ５，０００円 

市民以外 ２０，０００円 

(3) 死産児      １体につき 市民 ５，０００円 

市民以外 ２０，０００円 

 

 

 

 

 

第４条～第６条 （略） 

５ 池田市葬祭条例 

本則 （略） 

別表第１（第８条関係） 

  

 

 

 

 

 

０円（死亡者が死亡時において市民（住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以

下この条において同じ。）以外の者である場合にあっては、６０，０００

円） 

(2) 死亡者が死亡時において１２歳未満である場合 １体につき１０，００

０円（死亡者が死亡時において市民以外の者である場合にあっては、３

０，０００円） 

(3) 死産児の場合 １体につき１０，０００円（死産児の母が死産時におい

て市民以外の者である場合にあっては、３０，０００円） 

第４条～第６条 （略） 

５ 池田市葬祭条例 

本則 （略） 

別表第１（第８条関係） 

  

 

 

 

 

 

区分 使用区分 利用料金の額 摘要 

斎場 告別式 １５，２００円 使用時間は２時間以内と

する。２時間を超える場合

は、１時間までを増す毎

に、７，６００円を加算し

て得た額とする。 

区分 利用料金の上限額 摘要 

斎場 告別式 １８，２００円 使用時間は、２時間以内

とする。２時間を超える場

合は、１時間までを増すご

とに９，１００円を加算し

て得た額とする。 

-
 
1
1
7
 
-



        改        正        前        改        正        後 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通夜及び

告別式 

１５２，７００円 使用時間は午後４時から

翌日の午後０時までとす

る。これを超える場合は、

１時間までを増す毎に、

７，６００円を加算して得

た額とする。ただし、事前

の使用時間は午後０時以降

からとする。 

や

す

ら

ぎ

会

館 

浄心の

間 

通夜及び

通夜以外 

３６，６００円 使用時間は午後４時から

翌日の午後４時までとす

る。これを超える場合は、

１時間までを増す毎に、

１，５００円を加算して得

た額とする。ただし、事前

の使用時間は午前９時以降

からとする。 

白露の

間 

通夜及び

通夜以外 

３６，６００円 使用時間は午後４時から

翌日の午後４時までとす

る。これを超える場合は、

１時間までを増す毎に、

１，５００円を加算して得

た額とする。ただし、事前

 通夜及び

告別式 

１８３，２００円 使用時間は、午後４時か

ら翌日の正午までとする。

これを超える場合は、１時

間までを増すごとに９，１

００円を加算して得た額と

する。ただし、事前の使用

時間は、正午以後の時間か

らとする。 

や

す

ら

ぎ

会

館 

浄心の

間 

通夜及び

通夜以外 

４３，９００円 使用時間は、午後４時か

ら翌日の午後４時までとす

る。これを超える場合は、

１時間までを増すごとに

１，８００円を加算して得

た額とする。ただし、事前

の使用時間は、午前９時以

後の時間からとする。 

白露の

間 

通夜及び

通夜以外 

４３，９００円 使用時間は、午後４時か

ら翌日の午後４時までとす

る。これを超える場合は、

１時間までを増すごとに

１，８００円を加算して得

た額とする。ただし、事前

-
 
1
1
8
 
-



        改        正        前        改        正        後 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    の使用時間は午前９時以降

からとする。 

寺院控

室 

     

３，０００円 使用時間は２時間以内と

する。２時間を超える場合

は、１時間までを増す毎

に、１，５００円を加算し

て得た額とする。 

死体預所      １，５００円 

（略） 

霊柩自動車 

     

大阪陸運局長の認

可した普通型霊柩

車料金の金額の範

囲内で規則で定め

る。 

葬

祭

用

具 

仏式 １号 ２７，５００円 

２号 ４０，７００円 

３号 １１１，０００円 

４号 １７６，２００円 

神式 ５号 ２７，５００円 

６号 ６１，１００円 

キリス

ト教式 

７号 ２７，５００円 

 

    の使用時間は、午前９時以

後の時間からとする。 

寺院控室 ３，６００円 使用時間は、２時間以内

とする。２時間を超える場

合は、１時間までを増すご

とに１，８００円を加算し

て得た額とする。 

死体預所 １，８００円 

（略） 

霊柩自動車 走行距離等に応じ

規則で定める額 

 

 

 

葬

祭

用

具 

仏式 １号 ３３，０００円 

２号 ４８，８００円 

３号 １３３，２００円 

４号 ２１１，４００円 

神式 ５号 ３３，０００円 

６号 ７３，３００円 

キリス

ト教式 

７号 ３３，０００円 

 

-
 
1
1
9
 
-



        改        正        前        改        正        後 

 備考 （略） 

別表第２～別表第８ （略） 

  ６ 池田市立桃園墓地使用条例 

本則 （略） 

別表（第１２条関係） 

  

 

 

 

７ 五月山霊園使用条例 

本則 （略） 

別表第１（第３条、第１１条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 備考 （略） 

別表第２～別表第８ （略） 

  ６ 池田市立桃園墓地使用条例 

本則 （略） 

別表（第１２条関係） 

  

 

 

 

７ 五月山霊園使用条例 

本則 （略） 

別表第１（第３条、第１１条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

区分 永代使用料 管理料（２０年分） 

１型（０．８１㎡） ３８０，７００円 ２９，１６０円 

２型（０．９㎡） ４２３，０００円 ３２，４００円 

３型（１．８㎡） ８４６，０００円 ６４，８００円 

区分 永代使用料 管理料（２０年分） 

１型（０．８１㎡） ４５６，８００円 ３５，０００円 

２型（０．９㎡） ５０７，６００円 ３８，９００円 

３型（１．８㎡） １，０１５，２００円 ７７，８００円 

区分 永代使用料 管理料 

５年前納 ２０年前納 

１㎡型 

（円） 

２１０，０００ 

（円） 

９，０００ 

（円） 

３６，０００ 

２㎡型 ４２０，０００ １８，０００ ７２，０００ 

３㎡型 ６４０，０００ ２７，０００ １０８，０００ 

４㎡型 ８３０，０００ ３６，０００ １４４，０００ 

区分 永代使用料 管理料 

５年前納 ２０年前納 

１㎡型 

（円） 

２５２，０００ 

（円） 

１０，８００ 

（円） 

４３，２００ 

２㎡型 ５０４，０００ ２１，６００ ８６，４００ 

３㎡型 ７６８，０００ ３２，４００ １２９，６００ 

４㎡型 ９９６，０００ ４３，２００ １７２，８００ 

-
 
1
2
0
 
-



        改        正        前        改        正        後 

  

 

 

別表第２ （略） 

８ 池田市都市公園条例 

本則 （略） 

別表（第１０条関係） 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 有料施設の使用料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 空港緑地グラウンドの使用料については、以下の額を加算する。 

  

 

 

別表第２ （略） 

８ 池田市都市公園条例 

本則 （略） 

別表（第１０条関係） 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 有料施設の使用料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 

区分 使用料 

五月山公園幹線園路 

(1) 大型自動車又は大型特殊自動車 

(2) 普通自動車又は小型特殊自動車 

(3) （略） 

 

１台１回につき ７００円 

１台１回につき ３００円 

（略） 

五月山緑地第１駐車場・猪名川緑地駐

車場 
（略） 

空港緑地グラウンド 半日（午前９時から正午まで又は

午後１時から午後４時までをい

う。）１面 ２，０００円 

区分 使用料 

五月山公園幹線園路 

(1) 大型自動車又は大型特殊自動車 

(2) 普通自動車又は小型特殊自動車 

(3) （略） 

 

１台１回につき ８００円 

１台１回につき ４００円 

（略） 

五月山緑地第１駐車場・猪名川緑地駐

車場 
（略） 

空港緑地グラウンド 半日（午前９時から正午まで又は

午後１時から午後４時までをい

う。）１面 ２，４００円 

５㎡型 １，０７０，０００ ４５，０００ １８０，０００ 

６㎡型 １，２８０，０００ ５４，０００ ２１６，０００ 

８㎡型 １，９６０，０００ ７２，０００ ２８８，０００ 

 

５㎡型 １，２８０，０００ ５４，０００ ２１６，０００ 

６㎡型 １，５３０，０００ ６４，８００ ２５９，２００ 

８㎡型 ２，３５０，０００ ８６，４００ ３４５，６００ 

-
 
1
2
1
 
-



        改        正        前        改        正        後 

１ 市内に住所（団体又は法人にあってはその所在地）を有するもの又は

市内に通勤若しくは通学する者以外のものの使用に係る使用料は、この

表に定める使用料の１０割に相当する額 

２ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日における使用料は、この表に定める使用料の３割

に相当する額 

 

 

９ 池田市都市公園運動施設条例 

本則 （略） 

別表第１（第１３条関係） 

 五月山体育館使用料 

  

 

 

 

 

 

 

１ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（備考２において「休日等」という。）における

空港緑地グラウンドの使用料の額は、上表に掲げる額の１．３倍の額と

する。 

２ 備考１の規定にかかわらず、市内に居住し、在勤し、又は在学する者

及び市内に事業所を有する法人その他の団体以外のものによる使用にお

ける空港緑地グラウンドの使用料の額は、上表に掲げる額の２倍（休日

等における使用にあっては、２．６倍）の額とする。 

９ 池田市都市公園運動施設条例 

本則 （略） 

別表第１（第１３条関係） 

 五月山体育館使用料 

  

 

 

 

 

 

 

区分 基本使用料 

アリーナ ３分の１

面使用 

２分の１

面使用 

３分の２

面使用 

全面使用 

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

時間

帯区

分に

よる

使用 

午前９時

から正午

まで 

3,900円 5,800円 7,800円 11,600円 

午後１時

から午後

5,200円 7,800円 10,400円 15,600円 

区分 基本使用料 

アリーナ ３分の１

面使用 

２分の１

面使用 

３分の２

面使用 

全面使用 

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

時間

帯区

分に

よる

使用 

午前９時

から正午

まで 

4,680円 7,020円 9,360円 14,040円 

午後１時

から午後

6,240円 9,360円 12,480円 18,720円 

-
 
1
2
2
 
-



        改        正        前        改        正        後 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

く。）  ５時まで     

午後６時

から午後

９時まで 

3,900円 5,800円 7,800円 11,600円 

午前９時

から午後

９時まで 

13,000円 19,400円 26,000円 38,800円 

時間帯区分によ

らない特例使用

（１時間当た

り） 

1,300円 1,900円 2,600円 3,800円 

土曜日

（休日

を 除

く。） 

時間

帯区

分に

よる

使用 

午前９時

から正午

まで 

5,070円 7,540円 10,140円 15,080円 

午後１時

から午後

５時まで 

6,760円 10,140円 13,520円 20,280円 

午後６時

から午後

９時まで 

5,070円 7,540円 10,140円 15,080円 

午前９時 16,900円 25,220円 33,800円 50,440円 
 

く。）  ５時まで     

午後６時

から午後

９時まで 

4,680円 7,020円 9,360円 14,040円 

午前９時

から午後

９時まで 

15,600円 23,400円 31,200円 46,800円 

時間帯区分によ

らない特例使用

（１時間当た

り） 

1,560円 2,340円 3,120円 4,680円 

土曜日

（休日

を 除

く。） 

時間

帯区

分に

よる

使用 

午前９時

から正午

まで 

6,060円 9,120円 12,150円 18,240円 

午後１時

から午後

５時まで 

8,080円 12,160円 16,200円 24,320円 

午後６時

から午後

９時まで 

6,060円 9,120円 12,150円 18,240円 

午前９時 20,200円 30,400円 40,500円 60,800円 

-
 
1
2
3
 
-



        改        正        前        改        正        後 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  から午後

９時まで 

    

時間帯区分によ

らない特例使用

（１時間当た

り） 

1,690円 2,470円 3,380円 4,940円 

日曜日

及び休

日 

時間

帯区

分に

よる

使用 

午前９時

から正午

まで 

5,070円 7,540円 10,140円 15,080円 

午後１時

から午後

５時まで 

6,760円 10,140円 13,520円 20,280円 

午前９時

から午後

７時まで 

15,210円 22,620円 30,420円 45,240円 

時間帯区分によ

らない特例使用

（１時間当た

り） 

1,690円 2,470円 3,380円 4,940円 

トレーニ

ングルー

ム 

プー

ル使

用権

大人 １人 800円／回 

 ［定期券］１人 4,800円／月 

 ［回数券］１人 8,000円／11枚 

 

  から午後

９時まで 

    

時間帯区分によ

らない特例使用

（１時間当た

り） 

2,020円 3,040円 4,050円 6,080円 

日曜日

及び休

日 

時間

帯区

分に

よる

使用 

午前９時

から正午

まで 

6,060円 9,120円 12,150円 18,240円 

午後１時

から午後

５時まで 

8,080円 12,160円 16,200円 24,320円 

午前９時

から午後

７時まで 

18,180円 27,360円 36,450円 54,720円 

時間帯区分によ

らない特例使用

（１時間当た

り） 

2,020円 3,040円 4,050円 6,080円 

トレーニ

ングルー

ム 

プー

ル使

用権

大人 １人 1,000円／回 

 ［定期券］１人 6,000円／月 

 ［回数券］１人 10,000円／11枚 

-
 
1
2
4
 
-



        改        正        前        改        正        後 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ム 用権

なし 

  ［回数券］１人 8,000円／11枚 

プー

ル使

用権

付き 

大人 １人 1,000円／回 

 ［定期券］１人 6,000円／月 

 ［回数券］１人 10,000円／11枚 

プール 大人 １人 800円／回（７月及び８月にあって

は、400円／回） 

［定期券］１人 4,800円／月（７月及び

８月にあっては、2,400円／月） 

［回数券］１人 8,000円／11枚（７月及

び８月にあっては、4,000円／11枚） 

小

人 

９ 歳

未 満

児 以

外 の

小人 

１人 400円／回（７月及び８月にあって

は、200円／回） 

［定期券］１人 2,400円／月（７月及び

８月にあっては、1,200円／月） 

［回数券］１人 4,000円／11枚（７月及

び８月にあっては、2,000円／11枚） 

９ 歳

未 満

児 

無料 

ム 用権

なし 

  ［回数券］１人 10,000円／11枚 

プー

ル使

用権

付き 

大人 １人 1,200円／回 

 ［定期券］１人 7,200円／月 

 ［回数券］１人 12,000円／11枚 

プール 大人 １人 1,000円／回（７月及び８月にあって

は、500円／回） 

［定期券］１人 6,000円／月（７月及び

８月にあっては、3,000円／月） 

［回数券］１人 10,000円／11枚（７月

及び８月にあっては、5,000円／11枚） 

小

人 

未 就

学 児

以 外

の 小

人 

１人 500円／回（７月及び８月にあって

は、250円／回） 

［定期券］１人 3,000円／月（７月及び

８月にあっては、1,500円／月） 

［回数券］１人 5,000円／11枚（７月及

び８月にあっては、2,500円／11枚） 

未 就

学児 

 

無料 

-
 
1
2
5
 
-



        改        正        前        改        正        後 

  

 

備考 

１ この表における用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定めるところによる。 

   (1)～(7) （略） 

   (8) ９歳未満児 ８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある者

をいう。 

   (9)～(13) （略） 

  ２～５ （略） 

  ６ ９歳未満児は、大人の同伴がある場合に限りプールを使用できるもの

とする。 

  ７～１３ （略） 

別表第２（第１３条関係） 

 (1) テニスコート使用料（１面１時間当たり） 

  

 

 

 

  

 

備考 

１ この表における用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定めるところによる。 

   (1)～(7) （略） 

   (8) 未就学児 ６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

者をいう。 

   (9)～(13) （略） 

  ２～５ （略） 

  ６ ８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者は、大人の

同伴がある場合に限りプールを使用できるものとする。 

  ７～１３ （略） 

別表第２（第１３条関係） 

 (1) テニスコート使用料（１面１時間当たり） 

  

 

 

 

 ４月１日から６月３０日までの期間 ７月１日から８月３１日までの期間 

市

内

使

月曜日

から金

曜日ま

午前９時

から午後

５時まで 

８００円 月曜日

から金

曜日ま

午前９時

から午後

６時まで 

８００円 

 ４月１日から６月３０日までの期間 ７月１日から８月３１日までの期間 

市

内

使

月曜日

から金

曜日ま

午前９時

から午後

５時まで 

９６０円 月曜日

から金

曜日ま

午前９時

から午後

６時まで 

９６０円 

付属施設 多目的室 1,000円／時間 

会議室 300円／時間 

 

付属施設 多目的室 1,200円／時間 

会議室 360円／時間 

 

-
 
1
2
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-



        改        正        前        改        正        後 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用

者

等 

で（休

日を除

く。） 

午後５時

から午後

９時まで 

１，０００円 で（休

日を除

く。） 

午後６時

から午後

９時まで 

１，０００円 

日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

５時まで 

１，０４０円 日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

６時まで 

１，０４０円 

午後５時

から午後

９時まで 

１，３００円 午後６時

から午後

９時まで 

１，３００円 

市

外

使

用

者

等 

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

１，６００円 月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

６時まで 

１，６００円 

午後５時

から午後

９時まで 

２，０００円 午後６時

から午後

９時まで 

２，０００円 

日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

５時まで 

２，０８０円 日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

６時まで 

２，０８０円 

午後５時

から午後

９時まで 

２，６００円 午後６時

から午後

９時まで 

２，６００円 

 
９月１日から１１月３０日までの

期間 

１２月１日から翌年３月３１日ま

での期間 

用

者

等 

で（休

日を除

く。） 

午後５時

から午後

９時まで 

１，２００円 で（休

日を除

く。） 

午後６時

から午後

９時まで 

１，２００円 

日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

５時まで 

１，２４０円 日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

６時まで 

１，２４０円 

午後５時

から午後

９時まで 

１，５６０円 午後６時

から午後

９時まで 

１，５６０円 

市

外

使

用

者

等 

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

１，９２０円 月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

６時まで 

１，９２０円 

午後５時

から午後

９時まで 

２，４００円 午後６時

から午後

９時まで 

２，４００円 

日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

５時まで 

２，４９０円 日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

６時まで 

２，４９０円 

午後５時

から午後

９時まで 

３，１２０円 午後６時

から午後

９時まで 

３，１２０円 

 
９月１日から１１月３０日までの

期間 

１２月１日から翌年３月３１日ま

での期間 

-
 
1
2
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-



        改        正        前        改        正        後 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市

内

使

用

者

等 

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

８００円 月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

８００円 

午後５時

から午後

９時まで 

１，０００円 午後５時

から午後

９時まで 

１，０００円 

日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

５時まで 

１，０４０円 日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前９時

から午後

５時まで 

１，０４０円 

午後５時

から午後

９時まで 

１，３００円 午後５時

から午後

９時まで 

１，３００円 

市

外

使

用

者

等 

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

１，６００円 月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

１，６００円 

午後５時

から午後

９時まで 

２，０００円 午後５時

から午後

９時まで 

２，０００円 

日 曜

日、土

曜日及

午前８時

から午後

５時まで 

２，０８０円 日 曜

日、土

曜日及

午前９時

から午後

５時まで 

２，０８０円 

市

内

使

用

者

等 

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

９６０円 月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

９６０円 

午後５時

から午後

９時まで 

１，２００円 午後５時

から午後

９時まで 

１，２００円 

日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前８時

から午後

５時まで 

１，２４０円 日 曜

日、土

曜日及

び休日 

午前９時

から午後

５時まで 

１，２４０円 

午後５時

から午後

９時まで 

１，５６０円 午後５時

から午後

９時まで 

１，５６０円 

市

外

使

用

者

等 

月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

１，９２０円 月曜日

から金

曜日ま

で（休

日を除

く。） 

午前９時

から午後

５時まで 

１，９２０円 

午後５時

から午後

９時まで 

２，４００円 午後５時

から午後

９時まで 

２，４００円 

日 曜

日、土

曜日及

午前８時

から午後

５時まで 

２，４９０円 日 曜

日、土

曜日及

午前９時

から午後

５時まで 

２，４９０円 

-
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        改        正        前        改        正        後 

  

 

 

 備考 （略） 

 (2) （略） 

別表第３（第１３条関係） 

 猪名川運動場使用料（２時間当たり） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 備考 （略） 

 (2) （略） 

別表第３（第１３条関係） 

 猪名川運動場使用料（２時間当たり） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本使用料 

月曜日から金曜日まで

（休日を除く。） 

日曜日、土曜日及び休日 

簡易野球場 １面 １，０００円 １，３００円 

サッカー場 １面 ２，０００円 ２，６００円 

半面 １，０００円 １，３００円 

野球場 １面 ２，０００円 ２，６００円 

ソフトボール場 １面 １，０００円 １，３００円 

陸上競技場 １面 ２，０００円 ２，６００円 

陸上競技場内フ

ィールド 

１面 １，０００円 １，３００円 

北多目的広場 １面 １，０００円 １，３００円 

 

基本使用料 

月曜日から金曜日まで

（休日を除く。） 

日曜日、土曜日及び休日 

簡易野球場 １面 １，２００円 １，５６０円 

サッカー場 １面 ２，４００円 ３，１２０円 

半面 １，２００円 １，５６０円 

野球場 １面 ２，４００円 ３，１２０円 

ソフトボール場 １面 １，２００円 １，５６０円 

陸上競技場 １面 ２，４００円 ３，１２０円 

陸上競技場内フ

ィールド 

１面 １，２００円 １，５６０円 

北多目的広場 １面 １，２００円 １，５６０円 

 

び休日 午後５時

から午後

９時まで 

２，６００円 び休日 午後５時

から午後

９時まで 

２，６００円 

 

び休日 午後５時

から午後

９時まで 

３，１２０円 び休日 午後５時

から午後

９時まで 

３，１２０円 

-
 
1
2
9
 
-



        改        正        前        改        正        後 

 備考 （略） 

１０ 公民館条例 

本則 （略） 

別表（第１３条関係） 

 中央公民館使用料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 （略） 

１０ 公民館条例 

本則 （略） 

別表（第１３条関係） 

 中央公民館使用料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 

（※１） 

広さ 使用料（※２）に係る区分 

時間帯使用（※３） １日使用 連日使用（※４） 

午前９時

～正午 

午後１時

～午後５

時 

午後６時

～午後９

時 

午前９時

～午後９

時 

６日間 

（※５） 

１３日間 

（※５） 

ギャラリーＡ（※７） 98.96㎡ 1,000円 1,300円 1,000円 3,300円 18,000円 39,000円 

ギャラリーＢ（※７） 93.65 1,000 1,300 1,000 3,300 18,000 39,000 

展示室 87.58 900 1,200 900 3,000 16,800 36,400 

会議室Ａ（※８） 67.48 700 900 700 2,300 ― ― 

会議室Ｂ（※８） 53.10 600 800 600 2,000 ― ― 

会議室Ｃ 38.12 400 500 400 1,300 ― ― 

大ホール 134.91 1,500 2,000 1,500 5,000 ― ― 

調理実習室 75.05 1,200 1,500 1,200 3,900 ― ― 

制作室 72.02 900 1,200 900 3,000 ― ― 

和・茶室 71.89 900 1,200 900 3,000 ― ― 

施設名 広さ 使用区分 

時間帯使用 １日使用 連日使用 

午前９時

～正午 

午後１時

～午後５

時 

午後６時

～午後９

時 

午前９時

～午後９

時 

６日間 １３日間 

ギャラリーＡ 98.96㎡ 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 21,600円 46,800円 

ギャラリーＢ 93.65㎡ 1,200円 1,600円 1,200円 4,000円 21,600円 46,800円 

展示室 87.58㎡ 1,100円 1,400円 1,100円 3,600円 20,100円 43,600円 

会議室Ａ 67.48㎡ 800円 1,100円 800円 2,800円 ― ― 

会議室Ｂ 53.10㎡ 700円 1,000円 700円 2,400円 ― ― 

会議室Ｃ 38.12㎡ 500円 600円 500円 1,600円 ― ― 

大ホール 134.91㎡ 1,800円 2,400円 1,800円 6,000円 ― ― 

調理実習室 75.05㎡ 1,400円 1,800円 1,400円 4,700円 ― ― 

制作室 72.02㎡ 1,100円 1,400円 1,100円 3,600円 ― ― 

和・茶室 71.89㎡ 1,100円 1,400円 1,100円 3,600円 ― ― 

-
 
1
3
0
 
-



        改        正        前        改        正        後 

備考 

※１ 各施設及び各使用料に係る区分における使用許可申請の受付開始日

については、規則で定める。 

※２ 使用料には、光熱水費（冷暖房費、水道使用料等）及び備品等に係

る使用料を含む。 

※３ 同日中において隣り合った２つ以上の時間帯使用区分にまたがる使

用をする場合にあっては、当該区分と区分との間に存する時間帯につい

ても連続して使用することができる。 

※４ ギャラリーＡ、ギャラリーＢ又は展示室における連日使用の申請

は、当該申請日１日につき６日間又は１３日間のいずれか１区分までと

する。また、連日使用期間中に休館日が存する場合の当該連日使用に係

る使用料は、ギャラリーＡ又はギャラリーＢについては休館日１日につ

き３，０００円を、展示室については休館日１日につき２，８００円を

控除した額とする。 

※５ 水曜日から翌週の月曜日までの６日間を１区分とする。 

※６ 水曜日から翌々週の月曜日までの１３日間を１区分とする。 

※７ ギャラリーＡ及びギャラリーＢは、１室として一体使用することが

できる。 

※８ 会議室Ａ及び会議室Ｂは、１室として一体使用することができる。 

備考 

１ 連日使用は、水曜日を開始日とする６日間又は１３日間のいずれかの

区分によるものとする。 

２ 連日使用の申請は、その１回につき６日間又は１３日間のいずれか１

区分までとし、同日中に２回以上の申請（連続した区分による連日使用

となる場合に限る。）を行うことはできないものとする。 

３ 連日使用の期間中に休館日が存する場合の当該連日使用に係る使用料

の額は、上表に定める額から、休館日１日につき３，６００円（展示室

にあっては、３，４００円）を控除した額とする。 

４ 時間帯使用の場合で、同日中における隣り合った２つ以上の時間区分

にまたがる使用の許可を受けたときは、当該時間区分と時間区分との間

に存する時間についても使用することができる。この場合において、当

該時間区分と時間区分との間に存する時間の使用に係る使用料は、徴収

しない。 

５ ギャラリーＡ及びギャラリーＢは、これらを合わせて１室として使用

することができる。 

６ 会議室Ａ及び会議室Ｂは、これらを合わせて１室として使用すること

ができる。 

 

-
 
1
3
1
 
-



        改        正        前        改        正        後 

１１ 池田市立総合スポーツセンター条例 

本則 （略） 

別表第１（第１１条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 池田市立総合スポーツセンター条例 

本則 （略） 

別表第１（第１１条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用区分 

 

施設名 

午前 

（午前９

時 ～ 正

午） 

午後① 

（午後１

時～午後

４時） 

午後② 

（午後４

時３０分

～午後６

時 ３ ０

分） 

夜間 

（午後６

時３０分

～午後９

時） 

全日 

（午前９

時～午後

９時） 

専

用

に

係

る

使

用

料 

大体育室 全面 4,800円 4,800円 3,200円 6,800円 19,600円 

半面 2,400円 2,400円 1,600円 3,400円 9,800円 

小体育室 2,100円 2,100円 1,400円 2,900円 8,500円 

柔剣道場 2,000円 2,000円 1,400円 2,800円 8,200円 

会議室Ａ 600円 600円 400円 750円 2,350円 

会議室Ｂ 450円 450円 300円 500円 1,700円 

共

用

に

係

る

大人 大体育室 

小体育室 

柔剣道場 

トレーニ

ング室 

250円 250円 250円 250円 ― 

使用区分 

 

施設名 

午前 

（午前９

時 ～ 正

午） 

午後① 

（午後１

時～午後

４時） 

午後② 

（午後４

時３０分

～午後６

時 ３ ０

分） 

夜間 

（午後６

時３０分

～午後９

時） 

全日 

（午前９

時～午後

９時） 

専

用

に

係

る

使

用

料 

大体育室 全面 5,760円 5,760円 3,840円 8,160円 23,520円 

半面 2,880円 2,880円 1,920円 4,080円 11,760円 

小体育室 2,520円 2,520円 1,680円 3,480円 10,200円 

柔剣道場 2,400円 2,400円 1,680円 3,360円 9,840円 

会議室Ａ 720円 720円 480円 900円 2,820円 

会議室Ｂ 540円 540円 360円 600円 2,040円 

共

用

に

係

る

大人 大体育室 

小体育室 

柔剣道場 

トレーニ

ング室 

300円 300円 300円 300円 ― 

-
 
1
3
2
 
-



        改        正        前        改        正        後 

  

 

 

備考 

１ この表（以下「上表」という。）において「専用」とは、団体又は法

人（以下「団体等」という。）が各施設の全面（大体育室にあっては、

全面又は半面。以下同じ。）を専ら自らで使用することをいう。 

２ 上表において「共用」とは、次に掲げる場合において個人（団体等以

外の者をいう。以下同じ。）が施設を他の使用者とともに使用すること

をいう。 

(1)・(2) （略） 

３ 上表において「大人」とは、１５歳に達する日の翌日以後の最初の４

月１日以後にある者をいい、「小人」とは、６歳に達する日の翌日以後

の最初の４月１日から１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者をいう。 

４ （略） 

５ 委員会は、団体等に専用を行わせるときは、あらかじめ当該団体等の

所在地（所在地が定まっていない団体等の場合においては、当該団体等

の運営上適当であると当該団体等が認める構成員（大人に限る。）の住

  

 

 

備考 

１ この表において「専用」とは、団体又は法人（以下「団体等」とい

う。）が各施設の全面（大体育室にあっては、全面又は半面。以下同

じ。）を専ら自らで使用することをいう。 

２ この表において「共用」とは、次に掲げる場合において個人（団体等

以外の者をいう。以下同じ。）が施設を他の使用者とともに使用するこ

とをいう。 

(1)・(2) （略） 

３ この表において「大人」とは、１５歳に達する日の翌日以後の最初の

４月１日以後にある者をいい、「小人」とは、６歳に達する日の翌日以

後の最初の４月１日から１５歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者をいう。 

４ （略） 

 

 

 

使

用

料 

小人 大体育室 

小体育室 

柔剣道場 

50円 50円 50円 50円 ― 使

用

料 

小人 大体育室 

小体育室 

柔剣道場 

100円 100円 100円 100円 ― 

 

-
 
1
3
3
 
-



        改        正        前        改        正        後 

所。以下この項において同じ。）、全構成員の氏名、住所、年齢その他

の必要事項について届出を行わせるとともに、当該団体等の専用に係る

登録（以下この項及び次項において単に「登録」という。）を行うもの

とする。この場合において、委員会は、登録に係る団体等の所在地及び

全構成員の住所（以下次項においてこれらを「登録地」という。）によ

り当該団体等を２種類に区分し、一方を市内団体等（登録の際におい

て、団体等の所在地が本市の区域内に存し、かつ、当該団体等の全構成

員の７割以上の者が本市の区域内に在住し、在勤し、又は在学する団体

等をいう。以下この項及び次項において同じ。）として、他方を市外団

体等（市内団体等を除く団体等をいう。次項において同じ。）として取

り扱うものとする。 

６ 上表の専用に係る使用料は、市内団体等であって、かつ、小人等団体

等（登録の際において、団体等の全構成員の７割以上の者が小人、満６

５歳以上の者又は障がい者である団体等をいう。以下この項において同

じ。）でないものが、入場料等（入場料その他これに類するものをい

う。以下この項において同じ。）を徴収しない場合における使用料に限

るものであり、それ以外の場合の専用に係る使用料は、上表の規定にか

かわらず、次表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 専用に係る使用料の額は、使用者が市外団体等（市内団体等（団体等

の所在地（所在地が定まっていない団体等にあっては、代表者（大人に

限る。）の住所。以下この項において同じ。）が本市の区域内に存し、

かつ、その全構成員の７割以上の者が本市の区域内に在住し、在勤し、

又は在学する者である団体等をいう。以下この項において同じ。）以外

の団体等をいう。以下この項において同じ。）である場合、使用者が小

人等団体等（その全構成員の７割以上の者が小人、満７０歳以上の者又

は障がい者である団体等をいう。以下この項において同じ。）である場

-
 
1
3
4
 
-



        改        正        前        改        正        後 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７～１０ （略） 

別表第２ （略） 

１２ 池田市民文化会館条例 

本則 （略） 

別表（第１１条関係） 

合又はその使用において入場料等（入場料その他これに類するものをい

う。以下この項において同じ。）を徴収する場合にあっては、次表に定

める額とする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６～９ （略） 

別表第２ （略） 

１２ 池田市民文化会館条例 

本則 （略） 

別表（第１１条関係） 

構成員による区分 

登録地 

による区分 

小人等団体等 左欄以外の団体等 

市内団体等 徴収する場合 上表の３倍の額 上表の３倍の額 

徴収しない場合 上表の２分の１の額  

市外団体等 徴収する場合 上表の３倍の額 上表の３倍の額 

徴収しない場合 上表と同一の額 上表の２倍の額 

 

入場料等 

の徴収の有無 

団体等区分 入場料等の

徴収区分  

使用料の額 

市内団体等 小人等団体等 徴収あり 上表に掲げる額の２分の３倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額の２分の１倍の額 

小人等団体等

以外 

徴収あり 上表に掲げる額の３倍の額 

市外団体等 小人等団体等 徴収あり 上表に掲げる額の３倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額と同一の額 

小人等団体等

以外 

徴収あり 上表に掲げる額の６倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額の２倍の額 

-
 
1
3
5
 
-



        改        正        前        改        正        後 

 (1) ホール、コンベンションルーム及びイベントスペースの利用料金 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 会議室の利用料金 

 (1) ホール、コンベンションルーム及びイベントスペースの利用料金の上限

 額 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 会議室の利用料金の上限額 

使用区分 

 

種別 

午前９時～

午後５時 

午後１時～

午後１０時 

午前９時～

午後１０時 

①午前９時

～正午 

②午後１時

～午後５

時 

③午後６時

～午後１

０時 

ホ

ー

ル 

大ホー

ル 

 円 円 円 円 

平日 61,100 86,500 101,800 50,900 

土・日曜日

及び休日 

86,500 122,200 142,500 71,200 

小ホー

ル 

平日 25,400 30,500 34,600 16,200 

土・日曜日

及び休日 

28,500 37,600 42,700 20,300 

コンベン

ションル

ーム 

平日 17,300 23,400 28,500 13,200 

土・日曜日

及び休日 

22,400 30,500 35,600 16,200 

イベント

スペース 

平日 21,300 27,500 32,500 15,200 

土・日曜日

及び休日 

29,500 37,600 45,800 20,300 

使用区分 

 

種別 

午前９時～

午後５時 

午後１時～

午後１０時 

午前９時～

午後１０時 

①午前９時

～正午 

②午後１時

～午後５

時 

③午後６時

～午後１

０時 

ホ

ー

ル 

大ホー

ル 

 円 円 円 円 

平日 73,300 103,000 122,000 61,000 

土・日曜日

及び休日 

103,000 146,000 171,000 85,400 

小ホー

ル 

平日 30,400 36,600 41,500 19,400 

土・日曜日

及び休日 

34,200 45,100 51,200 24,300 

コンベン

ションル

ーム 

平日 20,700 28,000 34,200 15,800 

土・日曜日

及び休日 

26,800 36,600 42,700 19,400 

イベント

スペース 

平日 25,500 33,000 39,000 18,200 

土・日曜日

及び休日 

35,400 45,100 54,900 24,300 

-
 
1
3
6
 
-



        改        正        前        改        正        後 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (3) スタジオ及び録音室の利用料金 

  

 

 

 

 

 

 

 

 備考 

１ （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (3) スタジオ及び録音室の利用料金の上限額 

  

 

 

 

 

 

 

 

 備考 

１ （略） 

使用区分 

種別 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時～

正午 

午後１時～

午後５時 

午後６時～

午後１０時 

午前９時～

午後１０時 

中会議室 １室に

つき 

円 円 円 円 

３，０００ ５，０００ ６，１００ １２，２００ 

小会議室① １，５００ ２，５００ ３，０００ ６，１００ 

小会議室② １，５００ ２，５００ ３，０００ ６，１００ 

和室 ２，０００ ３，０００ ３，５００ ７，１００ 

種別 使用時間及び利用料金 

スタジオＡ １室につき ２時間１，０００円 

スタジオＢ ２時間３，５００円 

スタジオＣ ２時間１，５００円 

スタジオＤ ２時間２，０００円 

スタジオＥ ２時間４，０００円 

レコーディングスタジオ ２時間７，１００円 

録音室 １時間６，１００円 

使用区分 

種別 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時～

正午 

午後１時～

午後５時 

午後６時～

午後１０時 

午前９時～

午後１０時 

中会議室 １室に

つき 

円 円 円 円 

３，６００ ６，０００ ７，３２０ １４，６００ 

小会議室① １，８００ ３，０００ ３，６００ ７，３２０ 

小会議室② １，８００ ３，０００ ３，６００ ７，３２０ 

和室 ２，４００ ３，６００ ４，２００ ８，５２０ 

種別 使用時間及び利用料金の上限額 

スタジオＡ １室につき ２時間１，２００円 

スタジオＢ ２時間４，２００円 

スタジオＣ ２時間１，８００円 

スタジオＤ ２時間２，４００円 

スタジオＥ ２時間４，８００円 

レコーディングスタジオ ２時間８，５２０円 

録音室 １時間７，３２０円 

-
 
1
3
7
 
-



        改        正        前        改        正        後 

２ ホール使用者が、開館時間内において練習、準備又は舞台装置を置く

ため舞台を使用する場合は、当該使用区分に係る利用料金の５割に相当

する額を徴収する。 

 

３ 使用者が、入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使

用区分に係る利用料金の５割に相当する額を加算する。 

１３ 池田市立カルチャープラザ条例 

本則 （略） 

別表（第１２条関係） 

 カルチャープラザ使用料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ホールの使用に係る利用料金の上限額は、公演等の練習、準備又はリ

ハーサル（これらのうち、その使用における関係者を除き、観客その他

これに類する見物人の動員があるものを除く。）を行うために使用する

ときは、(1)の表に掲げる額の５割に相当する額とする。 

３ 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合に係る利用料

金の上限額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

１３ 池田市立カルチャープラザ条例 

本則 （略） 

別表（第１２条関係） 

 カルチャープラザ使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間区分 

種別 

午前９時～午後６時 午後６時～午後９時 

工芸室 １時間当たり １，０００円 １時間当たり １，５００円 

多目的ホール １時間当たり ３，０００円 １時間当たり ４，０００円 

和室 １時間当たり ５００円 １時間当たり ８００円 

研修室（Ａ） １時間当たり ５００円 １時間当たり ８００円 

研修室（Ｂ） １時間当たり ５００円 １時間当たり ８００円 

研修室（Ａ・

Ｂ） 

１時間当たり １，０００円 １時間当たり １，６００円 

会議室 １時間当たり １，５００円 １時間当たり ２，０００円 

 

時間区分 

種別 

午前９時～午後６時 午後６時～午後９時 

工芸室 １時間当たり １，２００円 １時間当たり １，８００円 

多目的ホール １時間当たり ３，６００円 １時間当たり ４，８００円 

和室 １時間当たり ６００円 １時間当たり ９６０円 

研修室（Ａ） １時間当たり ６００円 １時間当たり ９６０円 

研修室（Ｂ） １時間当たり ６００円 １時間当たり ９６０円 

研修室（Ａ・

Ｂ） 

１時間当たり １，２００円 １時間当たり １，９２０円 

会議室 １時間当たり １，８００円 １時間当たり ２，４００円 

 

-
 
1
3
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-



        改        正        前        改        正        後 

 備考 工芸室において陶芸用焼窯使用の場合は、１回当たり使用料５，００

０円を加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 池田市立ギャラリー条例 

第１条～第１０条 （略） 

 （使用料） 

備考 

１ 使用者が市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者及び市内に

事業所を有する法人その他の団体をいう。備考３及び備考４において同

じ。）以外のものである場合（備考３に規定する場合を除く。）の使用

料（備考４の規定による加算に係る部分を除く。備考２及び備考３にお

いて同じ。）の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考３に規

定する場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の２倍の額とす

る。 

３ 使用者が市民等以外のものである場合で、入場料その他これに類する

対価を徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる額の３倍の額とす

る。 

４ 工芸室の使用において陶芸用焼窯を使用する場合における当該工芸室

の使用に係る使用料の額は、当該陶芸用焼窯の使用１回につき６，００

０円（使用者が市民等以外のものである場合にあっては、９，０００

円）を加算した額とする。 

１４ 池田市立ギャラリー条例 

第１条～第１０条 （略） 

 （使用料） 

-
 
1
3
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-



        改        正        前        改        正        後 

第１１条 ギャラリーの使用料は、６日を１単位として５０，０００円とす

る。 

２ （略） 

第１２条～第１４条 （略） 

１５ 池田市立上方落語資料展示館条例 

本則 （略） 

別表（第１３条関係） 

  

 

１６ 池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関 

する条例 

第１条～第１２条 （略） 

 （手数料） 

第１３条 第１１条第２項の規定により移動され、及び前条第１項の規定によ

り保管されている自転車等の返還を受ける利用者等は、当該自転車等の移

動、保管その他の措置に要した費用として、次の各号に掲げる自転車等の区

分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。 

(1) 自転車 ２，５００円 

(2) 原動機付自転車 ４，０００円 

第１１条 ギャラリーの使用料は、６日を１単位として６０，０００円とす

る。 

２ （略） 

第１２条～第１４条 （略） 

１５ 池田市立上方落語資料展示館条例 

本則 （略） 

別表（第１３条関係） 

  

 

１６ 池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関 

する条例 

第１条～第１２条 （略） 

 （手数料） 

第１３条 第１１条第２項の規定により移動され、及び前条第１項の規定によ

り保管されている自転車等の返還を受ける利用者等は、当該自転車等の移

動、保管その他の措置に要した費用として、次の各号に掲げる自転車等の区

分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。 

(1) 自転車 ３，５００円 

(2) 原動機付自転車 ７，０００円 

種別 使用料 

展示室・イベントホール １日（開館時間内に限る。）につき３８，０００円 

 

種別 使用料 

展示室・イベントホール １日（開館時間内に限る。）につき４５，６００円 

 

-
 
1
4
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-



        改        正        前        改        正        後 

２ （略） 

第１４条～第１７条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

第１４条～第１７条 （略） 

 

-
 
1
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-



議案第６号 

 

 

池田市立コミュニティセンター条例の一部改正について 

 

 

池田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

 

  令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

  池田市立細河コミュニティセンターを廃止するため、本条例の一部を改正

するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市立コミュニティセンター条例（昭和５２年池田市条例第２７号）の一

部を次のように改正する。 

第３条の表池田市立細河コミュニティセンターの項を削る。 

別表を次のように改める。 

別表（第１３条関係） 

池田市立伏尾台コミュニティセンター使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前① 午前９時から午前１０時３０分まで 

(2) 午前② 午前１０時３０分から正午まで 

(3) 午後① 午後１時から午後３時まで 

(4) 午後② 午後３時から午後５時まで 

時間区分 

施設名及び室名 

午前①・午前② 午後①・午後② 

午後③・午後④ 

伏尾台第

１会館 

１階 文庫室・会議室 ３５０円 ５００円 

和室１ １５０円 ２００円 

和室２ ２００円 ３００円 

小会議室 １５０円 ２００円 

２階 大集会室 １，０００円 １，３００円 

大集会室（半分） ５００円 ６５０円 

料理実習室 ３５０円 ５００円 

伏尾台第

２会館 

１階 集会室 ６００円 ８００円 

２階 会議室 ３００円 ４００円 

和室 ３００円 ４００円 
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(5) 午後③ 午後６時から午後８時まで 

(6) 午後④ 午後８時から午後１０時まで 

２ 使用者（使用者が団体である場合にあっては、その使用における責任

者）が市外に居住する者である場合の使用料の額は、上表に掲げる額の

１．５倍の額とする。 

附 則 

この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 
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議案第６号  説  明 

 

池田市立コミュニティセンター条例の一部改正について 

 

１ 池田市立細河コミュニティセンターを廃止するための規定の整備を行うと

ともに、文言の整備等を行うものであること。 

（第３条及び別表関係） 

２ この条例は、令和８年１０月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第６号  参  考 

池田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条・第２条 （略） 

（設置） 

第３条 本市にコミュニティセンターを設置し、その名称及び位置は次のとお

りである。 

  

 

 

 

第４条～第１７条 （略） 

別表（第１３条関係） 

(1) 池田市立細河コミュニティセンター使用料 

  

 

 

 

 

 

第１条・第２条 （略） 

（設置） 

第３条 本市にコミュニティセンターを設置し、その名称及び位置は次のとお

りである。 

  

 

 

 

第４条～第１７条 （略） 

別表（第１３条関係） 

池田市立伏尾台コミュニティセンター使用料 

 

 

 

 

 

 

名称 位置 

池田市立細河コミュニティセンター 池田市東山町６１７番１ 

池田市立伏尾台コミ

ュニティセンター 

伏尾台第１会館 
（略） 

伏尾台第２会館 

使用料及び 

使用時間帯 

使用料（円） 

午前 午後 夜間 

室名 

９ 時 ～

１ ０ 時

３０分 

１ ０ 時

３ ０ 分

～ １ ２

時 

１ 時 ～

３時 

３ 時 ～

５時 

６ 時 ～

８時 

８ 時 ～

１０時 

談話室（１０畳） １５０ １５０ ２００ ２００ ２００ ２００ 

名称 位置 

 

池田市立伏尾台コミ

ュニティセンター 

伏尾台第１会館 
（略） 

伏尾台第２会館 

時間区分 

施設名及び室名 

午前①・午前② 午後①・午後② 

午後③・午後④ 

伏尾台第

１会館 

１階 文庫室・会議室 ３５０円 ５００円 

和室１ １５０円 ２００円 

和室２ ２００円 ３００円 

小会議室 １５０円 ２００円 

-
 
1
4
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

  

 

 

 

備考 

１ 市外居住者が使用するときは、当該使用区分に係る基本料金の５割を

加算する。 

２ 多目的ホールを２分の１に区分して使用するときは、当該基本料金の

半額とする。 

(2) 池田市立伏尾台コミュニティセンター使用料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前① 午前９時から午前１０時３０分まで 

(2) 午前② 午前１０時３０分から正午まで 

(3) 午後① 午後１時から午後３時まで 

(4) 午後② 午後３時から午後５時まで 

(5) 午後③ 午後６時から午後８時まで 

(6) 午後④ 午後８時から午後１０時まで 

２ 使用者（使用者が団体である場合にあっては、その使用における責任

者）が市外に居住する者である場合の使用料の額は、上表に掲げる額の

１．５倍の額とする。 

談話室（１２畳） １５０ １５０ ２００ ２００ ２００ ２００ 

講座室 ２００ ２００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

多目的ホール ７５０ ７５０ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 

料理実習室 ２５０ ２５０ ３５０ ３５０ ３５０ ３５０ 

 

使用料及び 

使用時間帯 

使用料（円） 

午前 午後 夜間 

施設名及び 

室名 

９ 時 ～

１ ０ 時

３０分 

１ ０ 時

３ ０ 分

～ １ ２

時 

１ 時 ～

３時 

３ 時 ～

５時 

６ 時 ～

８時 

８ 時 ～

１０時 

伏尾

台第

１会

館 

１

階 

文庫室

・会議

室 

３５０ ３５０ ５００ ５００ ５００ ５００ 

和室１ １５０ １５０ ２００ ２００ ２００ ２００ 

和室２ ２００ ２００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

 ２階 大集会室 １，０００円 １，３００円 

大集会室（半分） ５００円 ６５０円 

料理実習室 ３５０円 ５００円 

伏尾台第

２会館 

１階 集会室 ６００円 ８００円 

２階 会議室 ３００円 ４００円 

和室 ３００円 ４００円 

 

-
 
1
4
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 市外居住者が使用するときは、当該使用区分に係る基本料金の５割を

加算する。 

２ 大集会室を２分の１に区分して使用するときは、当該基本料金の半額

とする。 

 

 

 

 

 
 

  小会議

室 

１５０ １５０ ２００ ２００ ２００ ２００ 

２

階 

大集会

室 

１，０００ １，０００ １，３００ １，３００ １，３００ １，３００ 

料理実

習室 

３５０ ３５０ ５００ ５００ ５００ ５００ 

伏尾

台第

２会

館 

１

階 

集会室 ６００ ６００ ８００ ８００ ８００ ８００ 

２

階 

会議室 ３００ ３００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

和室 ３００ ３００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

 

-
 
1
4
8
 
-



議案第７号 

 

 

池田市立幼保連携型認定こども園条例の一部改正について 

 

 

池田市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

池田市立幼保連携型認定こども園において新たに特定乳児等通園支援事業

を開始するため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市立幼保連携型認定こども園条例（平成３０年池田市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第１項を削り、同条第２項中「）に対し」の次に「、認定こども園法

第９条の規定により行う教育及び保育のほか」を加え、同項第１号中「法」を

「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）」

に、「以下同じ」を「第７条第４項において同じ」に改め、同項第２号中「の

一時預かり事業」を「に規定する一時預かり事業」に改め、「をいう」の次に

「。第７条第５項において同じ」を加え、同項を同条第１項とし、同条に次の

１項を加える。 

２ 市長は、認定こども園において、次に掲げる事業を行う。 

(1) 法第５４条の３において読み替えて準用する法第４６条第２項に規定す

る特定乳児等通園支援事業 

(2) 認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業又は法第５９

条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、地域における教育及び

保育に対する需要に照らして市長が必要と認める事業 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

同年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の第３条第２項第１号に掲げる事業の利用に関する

申込みその他の手続は、この条例の施行の日前においても、これを行うこと

ができる。 
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議案第７号  説  明 

 

池田市立幼保連携型認定こども園条例の一部改正について 

 

１ 池田市立幼保連携型認定こども園において実施する事業に特定乳児等通園

支援事業を追加するとともに、所要の規定の整備を行うものであること。 

（第３条関係） 

２ この条例は、令和８年１１月１日から施行するものであること。また、準

備行為に係る規定を設け、同年１０月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 

- 151 -



議案第７号  参  考 

池田市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条・第２条 （略） 

（実施事業） 

第３条 市長は、認定こども園において、認定こども園法第９条の規定により

行う教育及び保育並びに認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支

援事業又は子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」と

いう。）第５９条各号に規定する事業のうち、地域における教育及び保育に

対する需要に照らし、市長が必要と認める事業を行う。 

２ 市長は、認定こども園に在籍する者（以下「園児」という。）に対し、次

に掲げる事業を実施する。 

 

(1) 延長保育（法第５９条第２号に規定する時間外保育をいう。以下同

じ。） 

 

(2) 預かり保育（法第５９条第１０号の一時預かり事業のうち、園児であっ

て法第１９条第１号に規定する小学校就学前子どもに対して行うものをい

う。） 

(3) （略） 

第１条・第２条 （略） 

（実施事業） 

第３条  

 

 

 

 

市長は、認定こども園に在籍する者（以下「園児」という。）に対し、認

定こども園法第９条の規定により行う教育及び保育のほか、次に掲げる事業

を実施する。 

(1) 延長保育（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第５９条第２号に規定する時間外保育をいう。第７条第

４項において同じ。） 

(2) 預かり保育（法第５９条第１０号に規定する一時預かり事業のうち、園

児であって法第１９条第１号に規定する小学校就学前子どもに対して行う

ものをいう。第７条第５項において同じ。） 

(3) （略） 

-
 
1
5
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

第４条～第８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市長は、認定こども園において、次に掲げる事業を行う。 

(1) 法第５４条の３において読み替えて準用する法第４６条第２項に規定す

る特定乳児等通園支援事業 

(2) 認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業又は法第５９

条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、地域における教育及び

保育に対する需要に照らして市長が必要と認める事業 

第４条～第８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 
1
5
3
 
-



議案第８号 

 

 

池田市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

子ども・子育て支援法及び国民健康保険法等の一部改正により政府に対す

る子ども・子育て支援納付金の納付に充てるための保険料の賦課額として新

たに創設された子ども・子育て支援納付金賦課額の徴収について必要な事項

を定めるとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う低所得者に対す

る保険料の減額措置における所得判定基準の引上げを行うため、本条例の一

部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市国民健康保険条例（昭和３５年池田市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条の２を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保

険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「政令」という。）第２９

条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課

額（政令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額

をいう。以下同じ。） 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（政令第２９条の７第１

項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき

算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以

下同じ。） 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付

金賦課額（政令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て支援

納付金賦課額をいう。以下同じ。）  

第１０条の３第１号イ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者医療確保法」

に、「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」とい

う。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の

規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、
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同号カ及び同条第２号イ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病

床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 

第１３条の５の２第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１３条の５の５第１項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯

又は特定継続世帯」に改める。 

第１３条の６中「。次条及び第１３条の１０において同じ」を削り、同条第

１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１３条の１０の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の総額） 

第１３条の１１ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第

１７条の２、第１７条の４、第１７条の５及び第１７条の６の規定により子

ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その

減額することとなる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から

第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て

支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同

じ。）の額 

イ 第１７条の６に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額

の総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健
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康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第

７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金

を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１３条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、

その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額の総額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（政令第２９条の７

第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額（１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１３条の１３ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第１項第１号に定める所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１３条の１４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率における所得割の率 

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付

金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

(3) １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育

て支援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の額 

２ 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率につい
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て速やかに告示しなければならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１３条の１５ 第１３条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額は、各年

度において保険料の賦課期日の前日において施行されていた政令第２９条の

７第５項第１０号に定める額を超えることができない。 

第１６条第１項中「第１３条の７」の次に「若しくは第１３条の１２」を、

「第５項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定

める額」の次に「若しくは同条第６項各号に定める額」を、「同条第３項」の

次に「又は第４項」を加え、「第１３条第１項の規定による基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第１７

条の４第４項第１号（同条第６項」を「同条第５項（同条第７項又は第８項」

に、「又は第３項」を「から第４項まで」に、「若しくは同条第４項各号（同

条第５項又は第６項」を「、同条第５項各号（同条第６項から第８項まで」に、

「の算定」を「若しくは第１７条の６第１項に定める額の算定」に改め、同条

第２項中「若しくは第１３条の５の３の額若しくは第１３条の７」を「、第１

３条の５の３、第１３条の７若しくは第１３条の１２」に改め、「第１７条の

２第１項各号に定める額」の次に「若しくは同条第６項各号に定める額」を加

え、「第１３条第１項の規定による基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

それぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第１７条の４第４項第１号」を

「同条第５項」に、「若しくは同条第４項各号」を「、同条第５項各号に定め

る額若しくは第１７条の６第１項」に改める。 

第１７条の２第１項中「により」を「による」に、「限度として定める額」

を「限度額」に改め、同項第１号中「（以下この項」の次に「及び第６項」を

加え、同項第２号中「３０５，０００円」を「３１０，０００円」に改め、同

項第３号中「５６０，０００円」を「５７０，０００円」に改め、同条第２項

を削り、同条第３項中「第１項各号のア」を「前項各号ア」に改め、同項を同
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条第２項とし、同項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、前２項の規定による基礎賦課額を決定したときは、当該額につい

て速やかに告示しなければならない。 

 第１７条の２に次の３項を加える。 

６  次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ど

も・子育て支援納付金賦課額は、第１３条の１２の子ども・子育て支援納付

金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額

して得た額が第１３条の１５の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額

の限度額を超える場合には、当該子ども・子育て支援納付金賦課額の限度

額）とする。  

(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した

額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の７を乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額  

(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と
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区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１０，０００円に当該年

度の保険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の５を乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額  

(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７０，０００円に当該年

度の保険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外のも
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の アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

７ 前項各号ア及びイに規定する額を決定する場合において、１円未満の端数

があるときは、これを切り上げるものとする。 

８ 市長は、前２項の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額を決定した

ときは、当該額について速やかに告示しなければならない。 

第１７条の３中「及び前条第１項」を「、第１３条の５の４、第１３条の８

及び第１３条の１３並びに前条第１項（同条第４項又は第５項において読み替

えて準用する場合を含む。）及び同条第６項」に改める。 

第１７条の４第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第３項中「第４

項」を「第５項」に、「第６項において」を「第７項において読み替えて」に

改め、「次項において」の次に「読み替えて」を加え、同条第６項中「第４項

中」を「第５項中」に改め、「第１３条の５の５第１項」と」の次に「、「第

１７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第４項において読み替えて

準用する同条第１項各号」と」を、「次項において」の次に「読み替えて」を

加え、同項を同条第７項とし、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項と

し、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第１項中「第５項」とあるのは「第８項
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において読み替えて準用する第５項」と、「基礎賦課額」とあるのは「子ど

も・子育て支援納付金賦課額」と、「第１３条第１項」とあるのは「第１３

条の１４第１項」と、第２項中「前項」とあるのは「第４項において読み替

えて準用する前項」と読み替えるものとする。 

第１７条の４に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１３条第１項」とあるのは「第１

３条の１４第１項」と、「第１７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条

の２第６項各号」と、第６項中「前項」とあるのは「第８項において読み替

えて準用する前項」と読み替えるものとする。 

第１７条の５第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６

項第８号」に、「第４項」を「第５項」に、「により」を「による」に、「限

度として定める額」を「限度額」に改め、同項第１号中「第３２条の１０の２」

を「第３２条の１０の３」に改め、同条第６項中「第４項」を「第５項」に改

め、「第１３条の１０」と」の次に「、「第１７条の２第１項各号」とあるの

は「第１７条の２第５項において読み替えて準用する同条第１項各号」と」を

加え、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第１３条の５の１０」と」の次

に「、「第１７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第４項において

読み替えて準用する同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第６項とし、同

条第４項中「により」を「による」に、「限度として定める額」を「限度額」

に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１３条の１２」と、

「第１３条の５」とあるのは「第１３条の１５」と、「被保険者均等割」と
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あるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と読み替えるも

のとする。 

第１７条の５に次の１項を加える。 

８  第５項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１３条の１２」と、

「第１３条の５」とあるのは「第１３条の１５」と、「被保険者均等割」と

あるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１７条

の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第６項各号」と読み替えるもの

とする。 

第１７条の７を第１７条の８とし、第１７条の６を第１７条の７とし、第１

７条の５の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者

均等割額の減額） 

第１７条の６ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）が

ある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第１３条の１４の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第１７条の

２第６項、第１７条の４第４項において読み替えて準用する同条第１項若し

くは同条第８項において読み替えて準用する同条第５項又は前条第４項にお

いて読み替えて準用する同条第１項若しくは同条第８項において読み替えて

準用する同条第５項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に

相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下こ

の項において同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額と
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する。 

２ 市長は、前項の規定による１８歳未満被保険者の被保険者均等割額を決定

したときは、当該額について速やかに告示しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和８年度分の保険料における子ども・子育て支援納付金賦課限度額に関

するこの条例による改正後の池田市国民健康保険条例（以下「新条例」とい

う。）第１３条の１１、第１３条の１５、第１６条及び第１７条の２から第

１７条の６までの規定の適用については、新条例第１３条の１５中「各年度

において保険料の賦課期日の前日」とあるのは「令和８年度の保険料の賦課

期日」と、新条例第１７条の２第６項並びに第１７条の５第４項及び第８項

中「第１３条の１５」とあるのは「池田市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例（令和８年池田市条例第  号）附則第２項の規定により読み替えて

適用する第１３条の１５」とする。 

３ 新条例第１０条の２、第１３条の１１から第１３条の１５まで、第１６

条及び第１７条の２から第１７条の６までの規定は、令和８年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 
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議案第８号  説  明 

 

池田市国民健康保険条例の一部改正について 

 

１ 保険料の賦課額に、子ども・子育て支援納付金賦課額を加えるものである

こと。 

（第１０条の２関係） 

２ 基礎賦課額の総額の算定について、子ども・子育て支援納付金の創設に伴

う所要の規定の整理を行うものであること。 

（第１０条の３関係） 

３ 子ども・子育て支援納付金賦課額の総額の算定について定めるものである

こと。 

（第１３条の１１関係） 

４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の算定について定めるものであること。 

（第１３条の１２関係） 

５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定について定めるもので

あること。 

（第１３条の１３関係） 

６ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率について定めるものであるこ

と。 

（第１３条の１４関係） 

７ 子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額について定めるものであること。 

（第１３条の１５関係）  

８ 賦課期日後に納付義務の発生等があった場合は、子ども・子育て支援納付

金賦課額の算定は、月割をもって行うこととするものであること。また、文

言の整備等を行うものであること。 
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（第１６条関係） 

９ 低所得者に対する保険料の減額措置における所得判定基準について、被保

険者及び特定同一世帯所属者の数に乗ずる金額を、５割軽減の世帯にあって

は３０５，０００円から３１０，０００円に、２割軽減の世帯にあっては５

６０，０００円から５７０，０００円に引き上げるものであること。また、

低所得者に対する子ども・子育て支援納付金賦課額の減額措置について定め

るものであること。 

（第１７条の２関係） 

１０ 特例対象被保険者等の特例について、子ども・子育て支援納付金の創設

に伴う所要の規定の整理等を行うものであること。 

（第１７条の３関係） 

１１ 子ども・子育て支援納付金賦課額における未就学児の被保険者均等割額

の減額措置について定めるものであること。 

（第１７条の４関係） 

１２ 子ども・子育て支援納付金賦課額における出産被保険者の保険料の減額

措置について定めるものであること。また、引用条項の整理を行うものであ

ること。 

（第１７条の５関係） 

１３ 子ども・子育て支援納付金賦課額における１８歳未満の被保険者に係る

被保険者均等割額の減額措置について定めるものであること。 

（第１７条の６関係） 

１４ この条例は、令和８年４月１日から施行するものであること。また、所

要の経過措置を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第８号  参  考 

池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第１０条 （略） 

（保険料の賦課額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定

した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下

「政令」という。）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をい

う。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同項第２号に規定する後

期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険

者（同項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）に

つき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。

以下同じ。）の合算額とする。 

 

 

 

 

 

 

（基礎賦課額の総額） 

第１条～第１０条 （略） 

（保険料の賦課額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保

険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「政令」という。）第２９

条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課

額（政令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額

をいう。以下同じ。） 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（政令第２９条の７第１

項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき

算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以

下同じ。） 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付

金賦課額（政令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て支援

納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

（基礎賦課額の総額） 
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        改        正        前         改        正        後 

第１０条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第１７条の２、第１７条の

４及び第１７条の５の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア （略） 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられ

た法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療確保法

の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）

及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下

「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）

の額 

 

ウ～オ （略） 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

第１０条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第１７条の２、第１７条の

４及び第１７条の５の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア （略） 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられ

た法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）及び高齢者医療確保

法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」とい

う。）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金

（以下「介護納付金」という。）並びに子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納

付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ～オ （略） 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に
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        改        正        前         改        正        後 

要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）を除く。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア （略） 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援

金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条

の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものを除く。）の額 

 

ウ・エ （略） 

第１１条～第１３条の５ （略） 

（後期高齢者支援金等賦課額の総額） 

第１３条の５の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第１７

条の２、第１７条の４及び第１７条の５の規定により後期高齢者支援金等賦

要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て

支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）を除く。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア （略） 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同

じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付

金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除

く。）の額 

ウ・エ （略） 

第１１条～第１３条の５ （略） 

（後期高齢者支援金等賦課額の総額） 

第１３条の５の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第１７

条の２、第１７条の４及び第１７条の５の規定により後期高齢者支援金等賦
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        改        正        前         改        正        後 

課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含

む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額

を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪

府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。） 

(2) （略） 

第１３条の５の３・第１３条の５の４ （略） 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１３条の５の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

(1)・(2) （略） 

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアか

らウまでに定める額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期

高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

イ・ウ （略） 

２ （略） 

課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含

む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額

を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪

府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。）の額 

(2) （略） 

第１３条の５の３・第１３条の５の４ （略） 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１３条の５の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

(1)・(2) （略） 

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアか

らウまでに定める額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、

後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

イ・ウ （略） 

２ （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

第１３条の５の６～第１３条の５の１０ （略） 

（介護納付金賦課額の総額） 

第１３条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１７条の２及び第

１７条の５の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。次条及び第１３条の１０において

同じ。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪

府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。） 

(2) （略） 

第１３条の７～第１３条の１０ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１３条の５の６～第１３条の１０ （略） 

（介護納付金賦課額の総額） 

第１３条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１７条の２及び第

１７条の５の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額

とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪

府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

(2) （略） 

第１３条の７～第１３条の１０ （略） 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の総額） 

第１３条の１１ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第

１７条の２、第１７条の４、第１７条の５及び第１７条の６の規定により子

ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その

減額することとなる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から

第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て

支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同

じ。）の額 

イ 第１７条の６に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額

の総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第

７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金

を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１３条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、

その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合算額の総額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（政令第２９条の７

第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額（１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１３条の１３ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第１項第１号に定める所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１３条の１４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率における所得割の率 

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付

金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

(3) １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育

て支援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の額 

２ 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率につい

て速やかに告示しなければならない。 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

第１４条・第１５条 （略） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があっ

た場合） 

第１６条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属する被保

険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た、若しくは政令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等

（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合における当該納付義

務者に係る第１１条若しくは第１３条の５の３の額（被保険者数が増加し、

若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者

数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における

当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第１３条の７の額

又は第１７条の２第１項各号（同条第４項又は第５項において読み替えて準

用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第１７条の４第１項

（同条第３項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１３条の１５ 第１３条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額は、各年

度において保険料の賦課期日の前日において施行されていた政令第２９条の

７第５項第１０号に定める額を超えることができない。 

第１４条・第１５条 （略） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があっ

た場合） 

第１６条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属する被保

険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た、若しくは政令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等

（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合における当該納付義

務者に係る第１１条若しくは第１３条の５の３の額（被保険者数が増加し、

若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者

数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における

当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第１３条の７若し

くは第１３条の１２の額又は第１７条の２第１項各号（同条第４項又は第５

項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める

額若しくは同条第６項各号に定める額、第１７条の４第１項（同条第３項又
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じ。）に定める第１３条第１項の規定による基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第１７条の４第４項第１号

（同条第６項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額、第１７条の５第１項各号（同条第２項又は第３項におい

て読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しく

は同条第４項各号（同条第５項又は第６項において読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、それぞれ、その納付義

務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日（法第６条第１

号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少

した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前

日とする。）若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者と

なった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被

保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に

係る第１１条若しくは第１３条の５の３の額若しくは第１３条の７の額又は

第１７条の２第１項各号に定める額、第１７条の４第１項に定める第１３条

第１項の規定による基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０

分の５を乗じて得た額、第１７条の４第４項第１号に定める額、第１７条の

５第１項各号に定める額若しくは同条第４項各号に定める額の算定は、その

は第４項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に

定める額、同条第５項（同条第７項又は第８項において読み替えて準用する

場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第１７条の５第１項各号

（同条第２項から第４項までにおいて読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。）に定める額、同条第５項各号（同条第６項から第８項まで

において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額

若しくは第１７条の６第１項に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務

が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日（法第６条第１号

から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少し

た場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日

とする。）若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

った若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保

険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に

係る第１１条、第１３条の５の３、第１３条の７若しくは第１３条の１２の

額又は第１７条の２第１項各号に定める額若しくは同条第６項各号に定める

額、第１７条の４第１項に定める額、同条第５項に定める額、第１７条の５

第１項各号に定める額、同条第５項各号に定める額若しくは第１７条の６第

１項に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法第６条第１号から
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        改        正        前         改        正        後 

納付義務が消滅した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに

該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が

月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月

割をもって行う。 

第１７条 （略） 

（低所得者の保険料の減額） 

第１７条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定

める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１３条の５の規定により

基礎賦課額の限度として定める額を超える場合には、当該基礎賦課額の限度

として定める額）とする。 

(1) 世帯主、当該年度の保険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において、その世帯に

属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控

除額については、同法第３１３条第３項、第４項又は第５項の規定を適用

せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分

して計算される所得の金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規定する

第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合

においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とす

る。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

 

第１７条 （略） 

（低所得者の保険料の減額） 

第１７条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定

める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１３条の５の規定による

基礎賦課額の限度額を超える場合には、当該基礎賦課額の限度額）とする。 

 

(1) 世帯主、当該年度の保険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において、その世帯に

属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控

除額については、同法第３１３条第３項、第４項又は第５項の規定を適用

せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分

して計算される所得の金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規定する
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上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又

は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第５項

に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５

条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第

７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２

項に規定する特例適用利子等の額、同条第４項に規定する特例適用配当等

の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下

この項において同じ。）の算定についても同様とする。以下同じ。）及び

山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が

地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世

上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又

は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第５項

に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５

条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第

７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２

項に規定する特例適用利子等の額、同条第４項に規定する特例適用配当等

の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下

この項において同じ。）の算定についても同様とする。以下同じ。）及び

山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が

地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世

-
 
1
7
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（以下この項におい

て「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所

得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する

者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る

所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者

にあっては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢

６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超え

る者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以

下この項において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっ

ては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

 

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（以下この項及び第

６項において「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中

に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得につ

いて同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５

歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０

万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の

合計数（以下この項及び第６項において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た

金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額

とを合算した額 
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ア・イ （略） 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に３０５，０００円に当該年度の保険

料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発

生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額 

ア・イ （略） 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５６０，０００円に当該年度の保

ア・イ （略） 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１０，０００円に当該年度の保険

料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発

生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額 

ア・イ （略） 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７０，０００円に当該年度の保
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        改        正        前         改        正        後 

険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外のもの ア

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

ア・イ （略） 

２ 市長は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得

の状況の著しい変化その他の事情により前項第３号の規定による保険料の減

額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。 

３ 第１項各号のア及びイに規定する額を決定する場合において、１円未満の

端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

 

 

４・５ （略） 

 

 

 

険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外のもの ア

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

ア・イ （略） 

 

 

 

２ 前項各号ア及びイに規定する額を決定する場合において、１円未満の端数

があるときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、前２項の規定による基礎賦課額を決定したときは、当該額につい

て速やかに告示しなければならない。 

４・５ （略） 

６  次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ど

も・子育て支援納付金賦課額は、第１３条の１２の子ども・子育て支援納付

金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して得た額が第１３条の１５の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額

の限度額を超える場合には、当該子ども・子育て支援納付金賦課額の限度

額）とする。  

(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した

額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の７を乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額  

(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１０，０００円に当該年

度の保険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の５を乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額  

(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７０，０００円に当該年

度の保険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外のも

の アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

７ 前項各号ア及びイに規定する額を決定する場合において、１円未満の端数

があるときは、これを切り上げるものとする。 

８ 市長は、前２項の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額を決定した

-
 
1
8
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

（特例対象被保険者等の特例） 

第１７条の３ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場合における第１２条第１項及び前条第１

項の規定の適用については、第１２条第１項中「規定する総所得金額」とあ

るのは「規定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給

与所得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３

０に相当する金額によるものとする。第２項において同じ。）」と、「所得

の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前条第１項第１号

中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得

金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合にお

いては、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金額

の１００分の３０に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同

法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。  

 

 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１７条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

ときは、当該額について速やかに告示しなければならない。 

（特例対象被保険者等の特例） 

第１７条の３ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場合における第１２条第１項、第１３条の

５の４、第１３条の８及び第１３条の１３並びに前条第１項（同条第４項又

は第５項において読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第６項の規定

の適用については、第１２条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８

条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得

については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相

当する金額によるものとする。第２項において同じ。）」と、「所得の金額

（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前条第１項第１号中「総

所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に

所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１

００分の３０に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」

とあるのは「ついては、地方税法」とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１７条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３
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        改        正        前         改        正        後 

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合（第

４項の規定の適用を受ける場合を除く。）における当該被保険者に係る当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１３条第１項の規定による基

礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１

０分の５を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた

額）を控除して得た額とする。 

２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「第４項」とあるのは「第６項において準用する

第４項」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、

「第１３条第１項」とあるのは「第１３条の５の５第１項」と、前項中「前

項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合（第

５項の規定の適用を受ける場合を除く。）における当該被保険者に係る当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１３条第１項の規定による基

礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１

０分の５を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた

額）を控除して得た額とする。 

２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「第５項」とあるのは「第７項において読み替え

て準用する第５項」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦

課額」と、「第１３条第１項」とあるのは「第１３条の５の５第１項」と、

前項中「前項」とあるのは「次項において読み替えて準用する前項」と読み

替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第１項中「第５項」とあるのは「第８項

において読み替えて準用する第５項」と、「基礎賦課額」とあるのは「子ど

も・子育て支援納付金賦課額」と、「第１３条第１項」とあるのは「第１３

条の１４第１項」と、第２項中「前項」とあるのは「第４項において読み替

えて準用する前項」と読み替えるものとする。 
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        改        正        前         改        正        後 

４・５ （略） 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１３条第１項」とあるのは「第１３条の５の５第１項」

と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替える

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第１７条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（政令第２９条の７第

５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合（第４

項の規定の適用を受ける場合を除く。）における当該世帯の納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額か

ら、次に掲げる額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）の

５・６ （略） 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１３条第１項」とあるのは「第１３条の５の５第１項」

と、「第１７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第４項において

読み替えて準用する同条第１項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項

において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１３条第１項」とあるのは「第１

３条の１４第１項」と、「第１７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条

の２第６項各号」と、第６項中「前項」とあるのは「第８項において読み替

えて準用する前項」と読み替えるものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第１７条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（政令第２９条の７第

６項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合（第５

項の規定の適用を受ける場合を除く。）における当該世帯の納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額か

ら、次に掲げる額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）の
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        改        正        前         改        正        後 

合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１３条の５の規定により

基礎賦課額の限度として定める額を超える場合には、当該基礎賦課額の限度

として定める額）とする。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎

賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額

に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３２条

の１０の２に規定する場合には、出産の日）の属する月（以下この号にお

いて「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３か月前）

から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2) （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

 

４ 当該年度において、第１７条の２に規定する基準に従い保険料を減額する

合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１３条の５の規定による

基礎賦課額の限度額を超える場合には、当該基礎賦課額の限度額）とする。 

 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎

賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額

に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３２条

の１０の３に規定する場合には、出産の日）の属する月（以下この号にお

いて「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３か月前）

から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2) （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１３条の１２」と、

「第１３条の５」とあるのは「第１３条の１５」と、「被保険者均等割」と

あるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と読み替えるも

のとする。 

５ 当該年度において、第１７条の２に規定する基準に従い保険料を減額する
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        改        正        前         改        正        後 

ものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後

の第１１条の基礎賦課額から、次に掲げる額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げた額）の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額

が第１３条の５の規定により基礎賦課額の限度として定める額を超える場合

には、当該基礎賦課額の限度として定める額）とする。 

(1)・(2) （略） 

５ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課

額」と、「第１１条」とあるのは「第１３条の５の３」と、「第１３条の

５」とあるのは「第１３条の５の１０」と読み替えるものとする。 

 

 

６ 第４項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、同項中「に出産被保険者」とあるのは「に出産被保険者（介護納付

金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基礎

賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第

１３条の７」と、「第１３条の５」とあるのは「第１３条の１０」と読み替

えるものとする。 

ものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後

の第１１条の基礎賦課額から、次に掲げる額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げた額）の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額

が第１３条の５の規定による基礎賦課額の限度額を超える場合には、当該基

礎賦課額の限度額）とする。 

(1)・(2) （略） 

６ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課

額」と、「第１１条」とあるのは「第１３条の５の３」と、「第１３条の

５」とあるのは「第１３条の５の１０」と、「第１７条の２第１項各号」と

あるのは「第１７条の２第４項において読み替えて準用する同条第１項各

号」と読み替えるものとする。 

７ 第５項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、同項中「に出産被保険者」とあるのは「に出産被保険者（介護納付

金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基礎

賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第

１３条の７」と、「第１３条の５」とあるのは「第１３条の１０」と、「第

１７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第５項において読み替え
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て準用する同条第１項各号」と読み替えるものとする。 

８  第５項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１３条の１２」と、

「第１３条の５」とあるのは「第１３条の１５」と、「被保険者均等割」と

あるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１７条

の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第６項各号」と読み替えるもの

とする。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者

均等割額の減額） 

第１７条の６ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）が

ある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第１３条の１４の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第１７条の

２第６項、第１７条の４第４項において読み替えて準用する同条第１項若し

くは同条第８項において読み替えて準用する同条第５項又は前条第４項にお

いて読み替えて準用する同条第１項若しくは同条第８項において読み替えて

準用する同条第５項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

第１７条の６・第１７条の７ （略） 

第１８条～第３１条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に

相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下こ

の項において同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額と

する。 

２ 市長は、前項の規定による１８歳未満被保険者の被保険者均等割額を決定

したときは、当該額について速やかに告示しなければならない。 

第１７条の７・第１７条の８ （略） 

第１８条～第３１条 （略） 

 

-
 
1
9
0
 
-



議案第９号 

 

 

池田市介護保険条例の一部改正について 

 

 

 池田市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和８年２月２７日 提出 

 

 

                     池田市長  瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和８年度の保険料率の算定につい

て、令和７年度税制改正による給与所得控除の見直しの影響を遮断するため、

本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市介護保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市介護保険条例（平成１２年池田市条例第４号）の一部を次のように改

正する。 

附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１１条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に

住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において本市に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定に

より本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限

る。以下この条において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に所得税

法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給与等

（同項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５万１，００

０円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における

保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号

ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４

号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第

６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同

条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加え

た額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給与等の収入金額が６５
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万１，０００円以上１６１万９，０００円未満である者に限る。）の令和８

年度における保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号

ア、第１４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金額に

所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該

給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０

万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給与等の収入金額が１６

１万９，０００円以上１９０万円未満である者に限る。）の令和８年度にお

ける保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１

４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項

第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得

の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から

令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する

給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表

第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与

所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を

加えた額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１２条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第

１１条の規定の適用については、同条第１項第１号から第５号までの規定中
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「に掲げる」とあるのは、「（令附則第２５条の規定によりみなして適用す

る場合を含む。）に掲げる」とする。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第９号  説  明 

 

池田市介護保険条例の一部改正について 

 

１ 令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法及び基準の特例

を定めるものであること。 

           （附則第１１条及び第１２条関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第９号  参  考 

池田市介護保険条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

本則 （略） 

   附 則 

第１条～第１０条 （略） 

 

本則 （略） 

   附 則 

第１条～第１０条 （略） 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１１条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に

住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において本市に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定に

より本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限

る。以下この条において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に所得税

法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給与等

（同項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５万１，００

０円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における

保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号

ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４

号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第

６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の
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        改        正        前         改        正        後 

金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同

条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加え

た額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給与等の収入金額が６５

万１，０００円以上１６１万９，０００円未満である者に限る。）の令和８

年度における保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号

ア、第１４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金額に

所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該

給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０

万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給与等の収入金額が１６

１万９，０００円以上１９０万円未満である者に限る。）の令和８年度にお

ける保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１

４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項

-
 
1
9
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得

の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から

令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する

給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表

第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与

所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を

加えた額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１２条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第

１１条の規定の適用については、同条第１項第１号から第５号までの規定中

「に掲げる」とあるのは、「（令附則第２５条の規定によりみなして適用す

る場合を含む。）に掲げる」とする。 
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議案第１０号 

 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内 

における建築物の制限に関する条例の一部改正について     

 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

  北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の変更により、適用区域

内の用途地域について、第２種住居地区の一部を近隣商業第１地区及び近隣

商業第２地区とする変更を行ったことに伴い、建築物の用途の制限について

定めるほか、建築物の容積率、建蔽率及び高さの最高限度並びに罰則につい

て整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例（平成２４年池田市条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

第１７条を第１８条とする。 

第１６条第１号中「第１０条第１項」を「第１１条第１項」に改め、同条第

２号中「第１１条第１項」を「第１２条第１項」に改め、同条を第１７条とす

る。 

第１５条第１項中「第４条第１項」を「第４条、第５条第１項」に、「第５

条から第７条」を「第６条から第８条」に改め、同条を第１６条とし、第１４

条を第１５条とする。 

第１３条中「第４条、第５条、第８条又は第９条」を「第５条、第６条、第

９条又は第１０条」に改め、同条を第１４条とする。 

第１２条第１項中「第８条又は第９条に規定する」を「第９条又は第１０条

の規定による建築物の」に改め、同条を第１３条とし、第１１条を第１２条と

する。 

第１０条中「第８条」を「第９条」に改め、同条を第１１条とし、第９条を

第１０条とする。 

第８条中「第４条第１項ただし書又は第５条第１項ただし書に規定する基準

を緩和する」を「第５条第１項ただし書又は第６条第１項ただし書の規定の適

用がある」に、「掲げる数値」を「定める数値」に改め、同条を第９条とす

る。 
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第７条中「第４条第１項ただし書又は第５条第１項ただし書に規定する基準

を緩和する」を「第５条第１項ただし書又は第６条第１項ただし書の規定の適

用がある」に、「掲げる数値」を「定める数値」に改め、同条を第８条とす

る。 

第６条中「第４条第１項ただし書に規定する容積率の基準を緩和する場合

の」及び「の最高限度」を削り、同条を第７条とする。 

第５条第１項中「建蔽率」を「第２種住居地区内においては、建蔽率」に改

め、同項ただし書中「全ての要件に」を「要件のいずれにも」に、「おいて

は、本文に規定する基準を」を「あっては、」に、「に緩和する」を「以下と

する」に改め、同項第３号中「第７条」を「第８条」に改め、同条を第６条と

する。 

第４条第１項中「１０分の２０」を「１０分の３０」に改め、同項ただし書

中「全ての要件に」を「要件のいずれにも」に、「おいては、本文に規定する

基準を１０分の３０に緩和する」を「あっては、１０分の４０以下とする」に

改め、同項第１号中「１０分の６」を「次のア又はイに掲げる区域の区分に応

じ、当該ア又はイに定める割合」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 第２種住居地区 １０分の６ 

  イ 近隣商業第１地区及び近隣商業第２地区 １０分の８ 

第４条第１項第４号中「第６条」を「第７条」に改め、同項第５号中「第７

条」を「第８条」に改め、同項第８号中「５００平方メートル」を「１００平

方メートル」に改め、「とし、」の次に「階数が２以下で」を加え、同条を第

５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

 （建築物の用途の制限） 

第４条 近隣商業第１地区内においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗

営業の用に供する建築物は、建築してはならない。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 
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議案第１０号  説  明 

 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内 

における建築物の制限に関する条例の一部改正について     

 

１ 近隣商業第１地区内における風俗営業の用に供する建築物の建築の制限に

ついて定めるものであること。 

（第４条関係） 

２ 建築物の容積率の最高限度について、１０分の２０から１０分の３０に変

更するものであること。また、これの緩和に係る適用要件のうち、建蔽率に

関する要件について、１０分の６以下としていたところ近隣商業第１地区及

び近隣商業第２地区にあっては１０分の８以下とし、並びに防火構造に関す

る要件について、準防火地域相当としていたところ防火地域相当とする整備

を行うとともに、当該緩和に係る最高限度を１０分の３０から１０分の４０

に変更するものであること。 

（第５条関係） 

３ 建築物の建蔽率の最高限度について、その適用対象を第２種住居地区内に

限定するものであること。 

（第６条関係） 

４ 建築物の高さの最高限度について、容積率の最高限度の緩和が適用される

場合に限定して適用していたところ、当該限定を廃止するものであること。 

（第７条関係） 

５ 近隣商業第１地区内における風俗営業の用に供する建築物の建築の制限に

違反した場合における罰則について定めるものであること。 

（第１６条関係） 

６ この条例は、令和８年３月３１日から施行するものであること。また、所
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要の経過措置を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１０号  参  考 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第３条 （略） 

 

 

 

 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」とい

う。）は、１０分の２０以下でなければならない。ただし、次に掲げる全て

の要件に該当する場合においては、本文に規定する基準を１０分の３０に緩

和することができる。 

 (1) 建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあって

は、その建築面積の合計。以下同じ。）の敷地面積に対する割合（以下

「建蔽率」という。）が１０分の６以下であること。 

 

 

 

 (2)・(3) （略） 

第１条～第３条 （略） 

 （建築物の用途の制限） 

第４条 近隣商業第１地区内においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗

営業の用に供する建築物は、建築してはならない。 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第５条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」とい

う。）は、１０分の３０以下でなければならない。ただし、次に掲げる要件

のいずれにも該当する場合にあっては、１０分の４０以下とすることができ

る。 

 (1) 建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあって

は、その建築面積の合計。以下同じ。）の敷地面積に対する割合（以下

「建蔽率」という。）が次のア又はイに掲げる区域の区分に応じ、当該ア

又はイに定める割合以下であること。 

  ア 第２種住居地区 １０分の６ 

  イ 近隣商業第１地区及び近隣商業第２地区 １０分の８ 

 (2)・(3) （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

 (4) 第６条に規定する建築物の高さの最高限度を満たすこと。 

 (5) 第７条に規定する建築物の壁面の位置の制限を満たすこと。 

 (6)・(7) （略） 

 (8) 延べ面積が５００平方メートルを超える建築物にあっては耐火建築物等

（法第５３条第３項第１号イに規定する耐火建築物等をいう。以下同

じ。）とし、延べ面積が５００平方メートル以下の建築物にあっては耐火

建築物等又は準耐火建築物等（同号ロに規定する準耐火建築物等をいう。

以下同じ。）とすること。 

 (9) （略） 

２～４ （略） 

 （建築物の建蔽率の最高限度） 

第５条 建蔽率は、１０分の６を超えてはならない。ただし、次に掲げる全て

の要件に該当する場合においては、本文に規定する基準を１０分の７に緩和

することができる。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 第７条に規定する建築物の壁面の位置の制限を満たすこと。 

 (4)～(6) （略） 

２・３ （略） 

 （建築物の高さの最高限度） 

 (4) 第７条に規定する建築物の高さの最高限度を満たすこと。 

 (5) 第８条に規定する建築物の壁面の位置の制限を満たすこと。 

 (6)・(7) （略） 

 (8) 延べ面積が１００平方メートルを超える建築物にあっては耐火建築物等

（法第５３条第３項第１号イに規定する耐火建築物等をいう。以下同

じ。）とし、階数が２以下で延べ面積が１００平方メートル以下の建築物

にあっては耐火建築物等又は準耐火建築物等（同号ロに規定する準耐火建

築物等をいう。以下同じ。）とすること。 

 (9) （略） 

２～４ （略） 

 （建築物の建蔽率の最高限度） 

第６条 第２種住居地区内においては、建蔽率は、１０分の６を超えてはなら

ない。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合にあっては、１０

分の７以下とすることができる。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 第８条に規定する建築物の壁面の位置の制限を満たすこと。 

 (4)～(6) （略） 

２・３ （略） 

 （建築物の高さの最高限度） 
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        改        正        前         改        正        後 

第６条 第４条第１項ただし書に規定する容積率の基準を緩和する場合の建築

物の高さの最高限度は、２０メートルを超えてはならない。ただし、階段

室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部

分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合にお

いては、その部分のうち５メートルまでは、当該建築物の高さに算入しな

い。 

 （建築物の壁面の位置の制限） 

第７条 第４条第１項ただし書又は第５条第１項ただし書に規定する基準を緩

和する場合における建築物の外壁又はこれに代わる柱（地盤面下に設けるも

のを除く。）の面から道路の境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に掲げる数値以上としなければならない。 

 (1)・(2) （略） 

 （緑化率の最低限度） 

第８条 第４条第１項ただし書又は第５条第１項ただし書に規定する基準を緩

和する場合における建築物の緑化率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に掲げる数値以上としなければならない。 

 (1)・(2) （略） 

第９条 （略） 

 （違反建築物に対する措置） 

第７条 建築物の高さは、２０メートルを超えてはならない。ただし、階段

室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部

分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合にお

いては、その部分のうち５メートルまでは、当該建築物の高さに算入しな

い。 

 

 （建築物の壁面の位置の制限） 

第８条 第５条第１項ただし書又は第６条第１項ただし書の規定の適用がある

場合における建築物の外壁又はこれに代わる柱（地盤面下に設けるものを除

く。）の面から道路の境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数値以上としなければならない。 

 (1)・(2) （略） 

 （緑化率の最低限度） 

第９条 第５条第１項ただし書又は第６条第１項ただし書の規定の適用がある

場合における建築物の緑化率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める数値以上としなければならない。 

 (1)・(2) （略） 

第１０条 （略） 

 （違反建築物に対する措置） 
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        改        正        前         改        正        後 

第１０条 市長は、第８条又は前条の規定に違反している事実があると認める

ときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相

当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命

じることができる。 

２ 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。こ

の場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第８条又は前条の

規定に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理

する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請するものと

する。 

第１１条 （略） 

 （緑化施設の管理） 

第１２条 第８条又は第９条に規定する緑化率の算定の基礎となる緑化施設の

管理の方法の基準は、規則で定める。 

２ （略） 

 （一の敷地とみなすこと等による制限の緩和） 

第１３条 法第８６条第１項若しくは第２項又は第８６条の２第１項の規定に

よる認定を受けた建築物については、第４条、第５条、第８条又は第９条の

規定を適用する場合においては、同一の敷地内にあるものとみなす。 

２ 法第８６条第３項若しくは第４項又は第８６条の２第２項若しくは第３項

第１１条 市長は、第９条又は前条の規定に違反している事実があると認める

ときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相

当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命

じることができる。 

２ 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。こ

の場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第９条又は前条の

規定に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理

する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請するものと

する。 

第１２条 （略） 

 （緑化施設の管理） 

第１３条 第９条又は第１０条の規定による建築物の緑化率の算定の基礎とな

る緑化施設の管理の方法の基準は、規則で定める。 

２ （略） 

 （一の敷地とみなすこと等による制限の緩和） 

第１４条 法第８６条第１項若しくは第２項又は第８６条の２第１項の規定に

よる認定を受けた建築物については、第５条、第６条、第９条又は第１０条

の規定を適用する場合においては、同一の敷地内にあるものとみなす。 

２ 法第８６条第３項若しくは第４項又は第８６条の２第２項若しくは第３項
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        改        正        前         改        正        後 

の規定による許可を受けた建築物については、第４条、第５条、第８条又は

第９条の規定を適用する場合においては、同一の敷地内にあるものとみな

す。 

第１４条 （略） 

 （罰則） 

第１５条 第４条第１項若しくは第２項又は第５条から第７条までの規定に違

反した場合における当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工

し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該建築物

の工事施工者）は、５００，０００円以下の罰金に処する。 

２ （略） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、３００，０００円以下の罰金

に処する。 

(1) 第１０条第１項の規定による命令に違反した者 

(2) 第１１条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

第１７条 （略） 

 

 

 

の規定による許可を受けた建築物については、第５条、第６条、第９条又は

第１０条の規定を適用する場合においては、同一の敷地内にあるものとみな

す。 

第１５条 （略） 

 （罰則） 

第１６条 第４条、第５条第１項若しくは第２項又は第６条から第８条までの

規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工

事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当

該建築物の工事施工者）は、５００，０００円以下の罰金に処する。 

２ （略） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３００，０００円以下の罰金

に処する。 

(1) 第１１条第１項の規定による命令に違反した者 

(2) 第１２条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

第１８条 （略） 
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議案第１１号 

 

 

池田市都市公園運動施設条例の一部改正について 

 

 

池田市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

五月山体育館のレストコーナー及び猪名川運動場の南多目的広場について、

設置当時の設備を前提とした使用が現状では困難となっていることから、こ

れらの供用を廃止するほか、テニスコートの供用時間について、稼働率が低

い時間帯における見直しを行うため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市都市公園運動施設条例（平成８年池田市条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

第１９条を削り、第２０条を第１９条とする。 

          「 

 

別表第２の(1)の表中 

 

                                 」 

 「 

 

を                        に改める。 

 

                        」 

別表第３南多目的広場の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

月曜日から金曜日まで

（休日を除く。） 

午前８時から午後６時

まで 

午後６時から午後９時

まで 

月曜日から金曜日まで

（休日を除く。） 

午前９時から午後６時

まで 

午後６時から午後９時

まで 
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議案第１１号  説  明 

 

池田市都市公園運動施設条例の一部改正について 

 

１ 五月山体育館のレストコーナーの管理の許可申請書に係る規定を削除する

ものであること。 

（旧第１９条関係） 

２ ７月１日から８月３１日までの期間の平日におけるテニスコートの供用開

始時刻について見直しを行うものであること。 

（別表第２関係） 

３ 猪名川運動場の南多目的広場の使用料に係る規定を削除するものであるこ

と。 

（別表第３関係） 

４ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１１号  参  考 

池田市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第１８条 （略） 

（レストコーナーの管理の許可申請書の記載事項） 

第１９条 五月山体育館のレストコーナーを管理しようとする場合における都

市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項に規定する許可申請書の

記載事項は次のとおりとする。 

(1) 住所、氏名及び職業 

(2) 管理の目的 

(3) 管理する期間 

(4) 管理の方法 

(5) その他市長の指示する事項 

２ 前項の許可を受けた者は、別に定める使用料を納付しなければならない。 

第２０条 （略） 

別表第１ （略） 

別表第２（第１３条関係） 

(1) テニスコート使用料（１面１時間当たり） 

 

 

第１条～第１８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９条 （略） 

別表第１ （略） 

別表第２（第１３条関係） 

(1) テニスコート使用料（１面１時間当たり） 

 

 

 ４月１日から６月

３０日までの期間 

７月１日から８月３１日までの期間  ４月１日から６月

３０日までの期間 

７月１日から８月３１日までの期間 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

(2) （略） 

別表第３（第１３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

(2) （略） 

別表第３（第１３条関係） 

市内使用

者等 

（略） 

月曜日から金

曜日まで（休

日を除く。） 

午前８時から

午後６時まで 
（略） 

午後６時から

午後９時まで 

日曜日、土曜

日及び休日 
（略） 

市外使用

者等 

月曜日から金

曜日まで（休

日を除く。） 

午前８時から

午後６時まで 
（略） 

午後６時から

午後９時まで 

日曜日、土曜

日及び休日 
（略） 

 ９月１日から１１月

３０日までの期間 

１２月１日から翌年３月３１日までの期間 

市内使用

者等・市

外使用者

等 

（略） 

 

市内使用

者等 

（略） 

月曜日から金

曜日まで（休

日を除く。） 

午前９時から

午後６時まで 
（略） 

午後６時から

午後９時まで 

日曜日、土曜

日及び休日 
（略） 

市外使用

者等 

月曜日から金

曜日まで（休

日を除く。） 

午前９時から

午後６時まで 
（略） 

午後６時から

午後９時まで 

日曜日、土曜

日及び休日 
（略） 

 ９月１日から１１月

３０日までの期間 

１２月１日から翌年３月３１日までの期間 

市内使用

者等・市

外使用者

等 

（略） 
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        改        正        前         改        正        後 

猪名川運動場使用料（２時間当たり） 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪名川運動場使用料（２時間当たり） 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

 

 基本使用料 

月曜日から金曜日まで

（休日を除く。）   

日曜日、土曜日及び休日 

簡易野球場～

北多目的広場 
（略） 

南多目的広場 １面 １，０００円 １，３００円 

 基本使用料 

月曜日から金曜日まで

（休日を除く。）   

日曜日、土曜日及び休日 

簡易野球場～

北多目的広場 
（略） 
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議案第１２号 

 

 

池田市水道事業給水条例の一部改正について 

 

 

池田市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

令和６年能登半島地震において、指定給水装置工事事業者の確保が困難と

なり、家庭で水が使用できない状況が長期化したことを踏まえ、災害その他

非常の場合には、他の水道事業者が指定した指定給水装置工事事業者等にお

いても給水装置工事を施行することができるよう、本条例の一部を改正する

ものである。 
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池田市条例第  号 

  

池田市水道事業給水条例の一部を改正する条例（案） 

  

池田市水道事業給水条例（平成９年池田市条例第３８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条第３項中「第１項の規定により」を削り、「施行する場合において」

を「施行しようとする者」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項の規定により、」を削り、「指定給水装置工事事業者」の次に「又は他の水

道事業者等（以下「指定給水装置工事事業者等」という。）」を加え、同項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項ただし書に定めるもののほか、災害その他非常の場合において、管理

者が必要と認めるときは、他の水道事業者（法第３条第５項に規定する水道

事業者をいう。以下この項において同じ。）又は他の水道事業者が法第１６

条の２第１項の指定をした者（次項において「他の水道事業者等」とい

う。）が給水装置工事を施行することができる。 

第８条第２項及び第３３条第２項中「指定給水装置工事事業者」を「指定給

水装置工事事業者等」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２号  説  明 

 

池田市水道事業給水条例の一部改正について 

 

１ 給水装置工事の施行について、池田市上下水道事業管理者が指定した給水

装置工事事業者に加え、災害その他非常の場合においては、他の水道事業者

又は他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者においても行うことがで

きることとするものであること。また、これに伴う所要の整備を行うもので

あること。 

（第７条、第８条及び第３３条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１２号  参  考 

池田市水道事業給水条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第６条 （略） 

（給水装置工事の施行） 

第７条 （略） 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場

合は、あらかじめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、か

つ、竣工後に管理者の検査を受けなければならない。 

 

３ 第１項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、当該給水装

置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。 

（給水管及び給水用具の指定） 

第８条 （略） 

２ 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける

第１条～第６条 （略） 

（給水装置工事の施行） 

第７条 （略） 

２ 前項ただし書に定めるもののほか、災害その他非常の場合において、管理

者が必要と認めるときは、他の水道事業者（法第３条第５項に規定する水道

事業者をいう。以下この項において同じ。）又は他の水道事業者が法第１６

条の２第１項の指定をした者（次項において「他の水道事業者等」とい

う。）が給水装置工事を施行することができる。 

３ 指定給水装置工事事業者又は他の水道事業者等（以下「指定給水装置工事

事業者等」という。）が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者

の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、かつ、竣工後に管理者の検

査を受けなければならない。 

４ 給水装置工事を施行しようとする者は、当該給水装置工事に関する利害関

係人の同意書等の提出を求めることができる。 

（給水管及び給水用具の指定） 

第８条 （略） 

２ 管理者は、指定給水装置工事事業者等に対し、配水管に給水管を取り付け
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        改        正        前         改        正        後 

工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他

の工事上の条件を指示することができる。 

第９条～第３２条 （略） 

 （給水装置の基準違反に対する措置） 

第３３条 （略） 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の

施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込み

を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。 

第３４条～第４４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その

他の工事上の条件を指示することができる。 

第９条～第３２条 （略） 

（給水装置の基準違反に対する措置） 

第３３条 （略） 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者等

の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込

みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。 

第３４条～第４４条 （略） 
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議案第１３号 

 

 

池田市下水道条例の一部改正について 

 

 

池田市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

令和６年能登半島地震において、指定工事店の確保が困難となり、排水設

備等の復旧が遅れたことを踏まえ、災害その他非常の場合には、他の公共下

水道管理者が指定した指定工事店においても排水設備等の工事を施行するこ

とができるよう、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

  

池田市下水道条例の一部を改正する条例（案） 

  

池田市下水道条例（昭和４２年池田市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第８条第１項中「又は」を「及び」に、「、技能」を「技能」に改め、同項

に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が必要と認めるときは、

他の公共下水道管理者（法第４条第１項に規定する公共下水道管理者をい

う。）が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の

下によることができる。 

 第８条第２項中「前項の」の次に「規定により施行する」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１３号  説  明 

 

池田市下水道条例の一部改正について 

 

１ 排水設備等の工事の設計及び施行について、池田市上下水道事業管理者が

指定した指定工事店に加え、災害その他非常の場合においては、他の公共下

水道管理者が指定した指定工事店の監理の下においても行うことができるこ

ととするものであること。 

（第８条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１３号  参  考 

池田市下水道条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第７条 （略） 

（排水設備等の工事の監理） 

第８条 排水設備等の新設等の工事（別に管理規程で定める軽微な工事を除

く。）の設計又は施行は、管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する

者として指定した排水設備工事業者（以下「指定工事店」という。）の監理

の下においてでなければならない。 

 

 

 

２ 前項の工事に使用する材料は、その工事の施行前に、管理者の検査を受

け、その承認を得たものでなければ使用することができない。 

 

第９条～第３０条 （略） 

 

 

 

 

第１条～第７条 （略） 

（排水設備等の工事の監理） 

第８条 排水設備等の新設等の工事（別に管理規程で定める軽微な工事を除

く。）の設計及び施行は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者

として指定した排水設備工事業者（以下「指定工事店」という。）の監理の

下においてでなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、

管理者が必要と認めるときは、他の公共下水道管理者（法第４条第１項に規

定する公共下水道管理者をいう。）が排水設備等の工事に関し技能を有する

者として指定した者の監理の下によることができる。 

２ 前項の規定により施行する工事に使用する材料は、その工事の施行前に、

管理者の検査を受け、その承認を得たものでなければ使用することができな

い。 

第９条～第３０条 （略） 
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議案第１４号 

 

 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例の一部改正について 

 

 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

 

令和８年２月２７日 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

学校施設の目的外使用に係る許可の申請期間、時間区分、使用料の額等の

見直しを行うため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例（令和４年池田市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「ものは、」の次に「当該学校施設を使用しようとするもの

が市民等（市内に居住し、在勤し、若しくは在学する者又はこれらの者がその

全構成員の７割以上を占める団体をいう。別表において同じ。）に該当するか

どうかの別による区分に応じ教育委員会規則で定める期間において」を加え、

「の許可」を「に申請し、その許可」に改める。 

第３条第１項中第８号を第９号とし、第５号から第７号までを１号ずつ繰り

下げ、同項第４号中「各種の検定試験を実施する用途による使用を」を「次の

ア及びイに掲げるものを」に改め、同号に次のように加える。 

ア 広く地域住民が参加することができる行事その他の地域の交流により

地域住民の福祉の増進に資すると教育委員会が認める事業を実施する用

途による使用 

イ 各種の検定試験を実施する用途による使用 

第３条第１項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) その使用において火の使用（運動場の使用にあっては、池田市火災予防

条例（昭和３７年池田市条例第５号）第４５条の規定による届出をしたも

のを除く。）があるとき。 

第４条第１項中「を、当該許可を受けた時」を「について、教育委員会規則

で定める期間」に改める。 

第８条中「使用者は、使用する学校施設に」を「学校施設の使用に当た

り、」に、「ときは、あらかじめ教育委員会の承認」を「ものは、その使用に
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含めて第２条第１項の許可」に改める。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

別表中備考５を備考７とし、備考４を備考６とし、備考３を備考５とし、備

考２を備考４とし、同表備考１中「（体育館のアリーナ部分の冷暖房設備の使

用に係るものを除く。）」を削り、「５割増し」を「３倍（使用者が市民等以

外のものである場合にあっては、６倍）の額」に改め、同表備考１を同表備考

３とし、同表に備考１及び備考２として次のように加える。 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前９時から午後１時前まで 

(2) 午後１時から午後５時前まで 

(3) 午後５時から午後９時まで 

２ 使用者が市民等以外のものである場合（入場料等を徴収する場合を除

く。）の使用料（体育館のアリーナ部分の冷暖房設備の使用に係るもの

を除く。備考３において同じ。）の額は、上表に掲げる額の２倍の額と

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同

年１月４日から施行する。 

区分 使用料の額 

体育館 時間区分ごとに２，０００円 

体育館のアリーナ部分の

冷暖房設備 

３０分間の使用４回分につき３，０００円 

教室 時間区分ごとに１，６００円 

運動場 時間区分ごとに１，２００円 
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 （準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の日の学校施設の使用に係る手続については、同

日前においても、この条例による改正後の池田市立学校施設の目的外使用に

関する条例（以下この項において「新条例」という。）及び新条例に基づく

教育委員会規則の規定の例により行うことができる。 
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議案第１４号  説  明 

 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例の一部改正について 

 

１ 学校施設の使用の許可（以下「使用許可」という。）に係る申請について、

当該学校施設を使用しようとするものの市民等に該当するかどうかの別によ

る区分に応じ教育委員会規則で定める期間において行うこととするものであ

ること。 

（第２条関係） 

２ 学校施設の使用に係る不許可の要件のうち、営利を目的とする使用である

と認める場合について、広く地域住民が参加することができる行事等の実施

による使用がこれに該当しないことを明記するとともに、当該要件として、

その使用において火の使用（池田市消防長への届出をしたものを除く。）が

ある場合を追加するものであること。 

（第３条関係） 

３ 学校施設の使用に係る使用料の納付時期について、使用許可時としていた

ところ、教育委員会規則で定める期間とするものであること。 

（第４条関係） 

４ 学校施設の使用における特別の設備の設置について、教育委員会の承認に

よることとしていたところ、当該学校施設の使用に含めて使用許可によるこ

ととするものであること。 

（第８条関係） 

５ 学校施設の使用に係る時間区分及び使用料の額並びに入場料等を徴収する

場合における使用料の割増しについて見直しを行うものであること。また、

使用者が市民等以外のものである場合における当該使用料の割増しについて

定めるものであること。 
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（別表関係） 

６ この条例は、令和９年４月１日から施行するものであること。また、準備

行為に係る規定を設け、同年１月４日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１４号  参  考 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条 （略） 

（使用の許可） 

第２条 学校施設を使用しようとするものは、池田市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）の許可を受けなければならない。 

 

 

 

 

２ （略） 

（使用の制限） 

第３条 教育委員会は、使用が次の各号のいずれかに該当するときは、学校施

設の使用を許可しないものとする。 

(1)～(3) （略） 

 

 

 

(4) 営利を目的とする使用（各種の検定試験を実施する用途による使用を除

第１条 （略） 

（使用の許可） 

第２条 学校施設を使用しようとするものは、当該学校施設を使用しようとす

るものが市民等（市内に居住し、在勤し、若しくは在学する者又はこれらの

者がその全構成員の７割以上を占める団体をいう。別表において同じ。）に

該当するかどうかの別による区分に応じ教育委員会規則で定める期間におい

て池田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に申請し、その許可を

受けなければならない。 

２ （略） 

（使用の制限） 

第３条 教育委員会は、使用が次の各号のいずれかに該当するときは、学校施

設の使用を許可しないものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) その使用において火の使用（運動場の使用にあっては、池田市火災予防

条例（昭和３７年池田市条例第５号）第４５条の規定による届出をしたも

のを除く。）があるとき。 

(5) 営利を目的とする使用（次のア及びイに掲げるものを除く。）であると

-
 
2
3
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

く。）であると認めるとき。 

 

 

 

 

(5)～(8) （略） 

２ （略） 

（使用料の納付及び免除） 

第４条 学校施設の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、

別表に定める使用料を、当該許可を受けた時（体育館のアリーナ部分の冷暖

房設備の使用に係る使用料にあっては、その使用前までの間）に納付しなけ

ればならない。 

２ （略） 

第５条～第７条 （略） 

（特別の設備の設置） 

第８条 使用者は、使用する学校施設に特別の設備を設置しようとするとき

は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。 

第９条～第１１条 （略） 

別表（第４条関係） 

認めるとき。 

ア 広く地域住民が参加することができる行事その他の地域の交流により

地域住民の福祉の増進に資すると教育委員会が認める事業を実施する用

途による使用 

イ 各種の検定試験を実施する用途による使用 

(6)～(9) （略） 

２ （略） 

（使用料の納付及び免除） 

第４条 学校施設の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、

別表に定める使用料について、教育委員会規則で定める期間（体育館のアリ

ーナ部分の冷暖房設備の使用に係る使用料にあっては、その使用前までの

間）に納付しなければならない。 

２ （略） 

第５条～第７条 （略） 

（特別の設備の設置） 

第８条 学校施設の使用に当たり、特別の設備を設置しようとするものは、そ

の使用に含めて第２条第１項の許可を受けなければならない。 

第９条～第１１条 （略） 

別表（第４条関係） 

-
 
2
3
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前９時から午後１時前まで 

(2) 午後１時から午後５時前まで 

学校施設 使用単位 使用料の額 

体育館 午前８時から午後１時前まで １，０００円 

午後１時から午後６時前まで １，０００円 

午後６時から午後１０時まで ２，０００円 

午前８時から午後１０時まで ３，０００円 

アリーナ部分の冷暖房設備の３０

分間の使用４回分 

３，０００円 

教室 午前８時から午後１時前まで ５００円 

午後１時から午後６時前まで ５００円 

午後６時から午後１０時まで １，０００円 

午前８時から午後１０時まで １，５００円 

運動場 午前８時から午後１時前まで １，０００円 

午後１時から午後６時前まで １，０００円 

午後６時から午後１０時まで ２，０００円 

午前８時から午後１０時まで ３，０００円 

区分 使用料の額 

体育館 時間区分ごとに２，０００円 

体育館のアリーナ部分の

冷暖房設備 

３０分間の使用４回分につき３，０００円 

教室 時間区分ごとに１，６００円 

運動場 時間区分ごとに１，２００円 

 

-
 
2
3
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

１ 使用者が入場料等を徴収する場合の使用料（体育館のアリーナ部分の

冷暖房設備の使用に係るものを除く。）の額は、上表に掲げる額の５割

増しとする。 

２～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 午後５時から午後９時まで 

２ 使用者が市民等以外のものである場合（入場料等を徴収する場合を除

く。）の使用料（体育館のアリーナ部分の冷暖房設備の使用に係るもの

を除く。備考３において同じ。）の額は、上表に掲げる額の２倍の額と

する。 

３ 使用者が入場料等を徴収する場合の使用料の額は、上表に掲げる額の

３倍（使用者が市民等以外のものである場合にあっては、６倍）の額と

する。 

４～７ （略） 

 

-
 
2
3
4
 
-



議案第１５号 

 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部改正について 

 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

池田市立幼稚園型認定こども園において新たに特定乳児等通園支援事業を

開始するほか、同園において実施する延長保育及び預かり保育の利用に係る

保育料並びに同園の通園バスの利用に係る費用の納付期限等の見直しを行う

ため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例（令和２年池田市条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第１項中「という。）に対し」の次に「、認定こども園法第６条の規

定による教育及び保育のほか」を加え、同条第２項中「、認定こども園法第６

条の規定により行う教育及び保育並びに認定こども園法第２条第１２項に規定

する子育て支援事業又は法第５９条に規定する事業のうち、地域における教育

及び保育に対する需要に照らして教育委員会が定める」を「次に掲げる」に改

め、同項に次の各号を加える。 

(1) 法第５４条の３において読み替えて準用する法第４６条第２項に規定す

る特定乳児等通園支援事業（以下「特定乳児等通園支援事業」という。） 

(2) 認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業又は法第５９

条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、地域における教育及び

保育に対する需要に照らして教育委員会が定める事業 

第１３条を第１４条とする。 

第１２条の見出しを「（預かり保育料等の減免）」に改め、同条を第１３条

とする。 

第１１条の見出しを「（延長保育料等の納付）」に改め、同条第１項中「を

受ける園児、」を「若しくは」に、「受ける園児又は」を「受け、又は」に、

「３月分にあっては、当該月の末日」を「当該日が市の休日に当たる場合は、

その日前においてその日に最も近い市の休日でない日」に改め、同項ただし書

を削り、同条に次の１項を加える。 

３ 特定乳児等通園支援事業を利用する幼児の保護者は、当該幼児による特定
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乳児等通園支援事業の利用の際に特定乳児等通園支援事業利用料を納付しな

ければならない。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条の見出しを「（延長保育料等の額）」に改め、同条に次の１項を加

える。 

４ 幼児の利用に係る特定乳児等通園支援事業の利用料（以下「特定乳児等通

園支援事業利用料」という。）は、別表第３に定める額とする。 

第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

（特定乳児等通園支援事業の対象） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業は、幼児（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第４条第１項第２号に規定する幼児をいう。）であって満３歳未

満のもの（以下単に「幼児」という。）について実施する。 

別表第１中「第１０条」を「第１１条」に改め、「における園児」の次に

「の保護者」を加え、同表Ａの項中「及び当該年度分（４月から８月までの月

分の延長保育料の額を算定する場合にあっては、前年度分）の市町村民税（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する特別区民税を含む。）が非課

税の世帯」を「又は市町村民税非課税世帯」に改め、同表備考第１項中「被保

護世帯（単給世帯を含む。）及び」を「保護（単給の場合を含む。）を受けて

いる者が属する世帯又は」に、「支援給付受給世帯」を「支援給付を受ける者

が属する世帯」に改め、同表備考第２項を次のように改める。 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、その属する者のいず

れもが地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項（第１

号を除く。）又は第３項の規定により当該年度（４月から８月までの月

分の算定をする場合は、当該年度の前年度）の市町村民税（特別区民税

を含む。）が課されない者である世帯をいう。 

別表第２中「第１０条」を「第１１条」に改め、同表の次に次の１表を加え
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る。 

別表第３（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法の規定による保護

（単給の場合を含む。）を受けている者が属する世帯をいう。 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、その属する者のいず

れもが地方税法第２９５条第１項（第１号を除く。）又は第３項の規定

により当該年度（４月から８月までの間における利用の場合は、当該年

度の前年度）の市町村民税（特別区民税を含む。次項において同じ。）

が課されない世帯（生活保護世帯を除く。）をいう。 

３ この表において「市町村民税所得割合算額」とは、その世帯に属する

者の市町村民税の地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の

額を合算した額をいう。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１１条第１項の改正規定及び別表第１の改正規定（「第１０条」を

幼児の保護者の属する世帯の階層区分 特定乳児等通園支援事業利用料の額 

階層区分 世帯区分 

Ａ 生活保護世帯 ０円 

Ｂ 市町村民税非課税世帯 １時間までごとに６０円 

Ｃ 市町村民税所得割合算額が７７，

１０１円未満の世帯（Ｂの階層区

分に該当する世帯を除く。） 

１時間までごとに９０円 

Ｄ Ａ、Ｂ又はＣのいずれの階層区分

にも該当しない世帯 

１時間までごとに３００円 
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「第１１条」に改める部分を除く。）並びに附則第３項の規定 令和８年

４月１日 

(2) 次項の規定 令和８年１０月１日 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の第３条第２項第１号に掲げる事業の利用に関する

申込みその他の手続は、この条例の施行の日前においても、これを行うこと

ができる。 

（経過措置） 

３ この条例による改正後の別表第１の規定は、附則第１項第１号に掲げる改

正規定の施行の日以後の利用に係る延長保育の利用料について適用し、同日

前の利用に係る延長保育の利用料については、なお従前の例による。 
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議案第１５号  説  明 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部改正について 

 

１ 池田市立幼稚園型認定こども園において実施する事業に特定乳児等通園支

援事業を追加するとともに、所要の規定の整備を行うものであること。 

（第３条関係） 

２ 特定乳児等通園支援事業の対象について定めるものであること。 

（第１０条関係） 

３ 特定乳児等通園支援事業の利用料の額について定めるものであること。 

（第１１条及び別表第３関係） 

４ 延長保育料等の納付について、次の整備を行うものであること。 

(1) 延長保育料、預かり保育料及びバス代の３月分の納付期限について、３

月末日としていたところ、他の月分と同様に翌月の１５日とするものであ

ること。 

(2) 特定乳児等通園支援事業の利用料の納付について定めるものであること。 

（第１２条関係） 

５ 延長保育料の算定に係る階層区分の判定の対象とする世帯について、園児

の属する世帯としていたところ、園児の保護者の属する世帯とするものであ

ること。また、文言の整備を行うものであること。 

（別表第１関係） 

６ この条例は、令和８年１１月１日から施行するものであること。ただし、

４の(1)及び５については、同年４月１日から施行するものであること。ま

た、準備行為に係る規定及び所要の経過措置を設け、当該準備行為に係る規

定は、同年１０月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第１５号  参  考 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条・第２条 （略） 

 （実施事業） 

第３条 教育委員会は、認定こども園に在籍する者（以下「園児」という。）

に対し、次に掲げる事業を実施する。ただし、第２号に掲げる事業は、当該

園児に係る入園式の日後最初に到来する当該園児が登園すべき日（転入によ

り入園した園児にあっては、その転入により入園した日）以後に実施する。 

 

(1)～(3) （略） 

２ 前項に規定するもののほか、教育委員会は、認定こども園において、認定

こども園法第６条の規定により行う教育及び保育並びに認定こども園法第２

条第１２項に規定する子育て支援事業又は法第５９条に規定する事業のう

ち、地域における教育及び保育に対する需要に照らして教育委員会が定める

事業を実施する。 

 

 

 

 

第１条・第２条 （略） 

 （実施事業） 

第３条 教育委員会は、認定こども園に在籍する者（以下「園児」という。）

に対し、認定こども園法第６条の規定による教育及び保育のほか、次に掲げ

る事業を実施する。ただし、第２号に掲げる事業は、当該園児に係る入園式

の日後最初に到来する当該園児が登園すべき日（転入により入園した園児に

あっては、その転入により入園した日）以後に実施する。 

(1)～(3) （略） 

２ 前項に規定するもののほか、教育委員会は、認定こども園において次に掲

げる事業を実施する。 

 

 

 

(1) 法第５４条の３において読み替えて準用する法第４６条第２項に規定す

る特定乳児等通園支援事業（以下「特定乳児等通園支援事業」という。） 

(2) 認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業又は法第５９

条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、地域における教育及び

-
 
2
4
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

第４条～第９条 （略） 

 

 

 

 

 （延長保育料、預かり保育料又はバス代の額） 

第１０条 （略） 

２・３ （略） 

 

 

（延長保育料、預かり保育料又はバス代の納付） 

第１１条 延長保育を受ける園児、預かり保育を受ける園児又は通園バスを利

用する園児の保護者は、当該月分の延長保育料、預かり保育料又はバス代を

当該月の翌月の１５日（３月分にあっては、当該月の末日）までに納付しな

ければならない。ただし、その納付の期日が、市の休日に当たる場合は、そ

の日前においてその日に最も近い市の休日でない日までに納付しなければな

らない。 

２ （略） 

保育に対する需要に照らして教育委員会が定める事業 

第４条～第９条 （略） 

（特定乳児等通園支援事業の対象） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業は、幼児（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第４条第１項第２号に規定する幼児をいう。）であって満３歳未

満のもの（以下単に「幼児」という。）について実施する。 

（延長保育料等の額） 

第１１条 （略） 

２・３ （略） 

４ 幼児の利用に係る特定乳児等通園支援事業の利用料（以下「特定乳児等通

園支援事業利用料」という。）は、別表第３に定める額とする。 

（延長保育料等の納付） 

第１２条 延長保育若しくは預かり保育を受け、又は通園バスを利用する園児

の保護者は、当該月分の延長保育料、預かり保育料又はバス代を当該月の翌

月の１５日（当該日が市の休日に当たる場合は、その日前においてその日に

最も近い市の休日でない日）までに納付しなければならない。 

 

 

２ （略） 

-
 
2
4
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

（預かり保育料又はバス代の減免） 

第１２条 （略） 

第１３条 （略） 

別表第１（第１０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法（昭和２５年法

３ 特定乳児等通園支援事業を利用する幼児の保護者は、当該幼児による特定

乳児等通園支援事業の利用の際に特定乳児等通園支援事業利用料を納付しな

ければならない。 

（預かり保育料等の減免） 

第１３条 （略） 

第１４条 （略） 

別表第１（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法（昭和２５年法

各月初日における園児の属する世帯の階層区分 

 

時間区分 延長保育料の

額（月額）  

階層区分 世帯区分 

Ａ 生活保護世帯等及び当該年度分（４

月から８月までの月分の延長保育料

の額を算定する場合にあっては、前

年度分）の市町村民税（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に規

定する特別区民税を含む。）が非課

税の世帯 

（略） 

Ｂ （略） 

各月初日における園児の保護者の属する世帯の

階層区分                  

時間区分 延長保育料の

額（月額）  

階層区分 世帯区分 

Ａ 生活保護世帯等又は市町村民税非課

税世帯 

 

 

 

 

 

（略） 

Ｂ （略） 

-
 
2
4
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

律第１４４号）の規定による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）の規定

による支援給付受給世帯をいう。 

 

２ この表において「市町村民税が非課税の世帯」とは、園児の保護者及

び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第２９５条（第１項第

１号を除く。）の規定に該当する者である世帯をいう。 

 

 

３・４ （略） 

別表第２（第１０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

律第１４４号）の規定による保護（単給の場合を含む。）を受けている

者が属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）の規定による支援給付を受ける者が属する世帯をい

う。 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、その属する者のいず

れもが地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項（第１

号を除く。）又は第３項の規定により当該年度（４月から８月までの月

分の算定をする場合は、当該年度の前年度）の市町村民税（特別区民税

を含む。）が課されない者である世帯をいう。 

３・４ （略） 

別表第２（第１１条関係） 

 

別表第３（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

幼児の保護者の属する世帯の階層区分 特定乳児等通園支援事業利用料の額 

階層区分 世帯区分 

Ａ 生活保護世帯 ０円 

Ｂ 市町村民税非課税世帯 １時間までごとに６０円 

Ｃ 市町村民税所得割合算額が７７， １時間までごとに９０円 

（略） （略） 

-
 
2
4
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法の規定による保護

（単給の場合を含む。）を受けている者が属する世帯をいう。 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、その属する者のいず

れもが地方税法第２９５条第１項（第１号を除く。）又は第３項の規定

により当該年度（４月から８月までの間における利用の場合は、当該年

度の前年度）の市町村民税（特別区民税を含む。次項において同じ。）

が課されない世帯（生活保護世帯を除く。）をいう。 

３ この表において「市町村民税所得割合算額」とは、その世帯に属する

者の市町村民税の地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の

額を合算した額をいう。 

 

 １０１円未満の世帯（Ｂの階層区

分に該当する世帯を除く。） 

 

Ｄ Ａ、Ｂ又はＣのいずれの階層区分

にも該当しない世帯 

１時間までごとに３００円 

-
 
2
4
5
 
-



議案第１６号 

 

 

池田市道路線の認定について 

 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の路線

の認定について議会の議決を求める。 

 

 

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子 

 

理  由 

都市計画法に基づく宅地開発に係る開発行為により設置された道路につい

て路線の認定をしたいので、本議案を提出するものである。 

整理 

番号 
路 線 名 

起    点 

終    点 

重要な 

経過地 

１ 神田第１４５号線 
神田一丁目１４３２番１１地先から 

神田一丁目１４３２番１９地先まで 
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議案第１６号  参  考 
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議案第１７号 

 

 

池田市教育委員会委員の任命について 

 

 

下記の者を池田市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所                          

 

  氏 名       村 幸 宏 

 

             生    

 

 

  令和８年２月２７日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

池田市教育委員会委員 村幸宏氏は、来る令和８年３月３１日をもって任

期満了となるため、その後任を任命するものである。 

- 248 -



議案第１８号 

 

 

財産区管理委員の選任について 

 

 

下記の者を財産区管理委員に選任したいので、財産区管理会条例（昭和３８

年池田市条例第１９号）第３条の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

大字下渋谷財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

              中池 正弘            

             松田 武義            

             辻  常夫            

              畑中 良雄            

              瓦林  建            

              西田 卓史            

              瓦林 義隆            

 

大字才田財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

             石田 晶大            

              石田  勉            

             石田 利文            

              小山 雅弘            

              山田 浩史             

              藤井  徹             

              安田 扶律            
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大字北今在家財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

              川西 幸男            

              桂 欣次郎            

               橋川 喜三            

               中田 和成             

               辻本 喜三             

               杉村 憲一           

               杉村 一利            

 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

大字下渋谷財産区、大字才田財産区及び大字北今在家財産区の財産区管理

委員は、来る令和８年３月３１日をもって任期満了となるので、その後任を

選任するものである。 

 

 

- 250 -


